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第86号  ［Qalam 1957.9: 39-41］
Q.485（086-01）
　少し前に地元のマレー語新聞で、パキスタンのシュ
ラワルディ首相がバンコク訪問の際にフランス大使館
でダンスをしている写真が掲載されました。昨年三月
にパキスタン政府はイスラム国家であると宣言したの
ではなかったのでしょうか。首相はイスラム政党出身
ではないでしょうか、あるいはパキスタン国内でのみ
イスラム法が実施され、国民だけがそれを実行するの
でしょうか。この件に関してご説明願います！

A.485
　パキスタンは、イスラム国家を宣言した世界で最初
の国である。それはアッラーの御言葉と使徒ムハンマ
ドのスンナ［ムハンマドの言行に由来する慣例］に従

い、最終目的に向かって徐々にイスラム法を国内で実
施していく国家である。現状ではイスラム法を直ちに
実施することはできない。それゆえそれを徐々に実施
していくことになるが、しかし全ては最終目的、すな
わちアッラーの御言葉と使徒ムハンマドのスンナを基
盤とすることを目指している。我々が知る限り、シュ
ラワルディ氏はイスラム教徒である。なぜなら、非イ
スラム教徒がパキスタンの首相として任命されること
はあり得ないと判断するからだ。そのようにダンスを
することは実際のところイスラム国家の首相として為
すべきではない違反行為である。なぜなら、もし国家
の指導者自身が禁止を明記する法に反したならば、お
のずとイスラム教徒自身の信頼を失うことになり、イ
スラム教徒自身、つまり民衆だけでなく国家の行政を
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●  イジュティハード［イスラム学者による解釈行為、488］
●  イジュマー［合意、501］
●  イスラー［夜の旅、495 ］
●  イバーダート［信仰行為、487 ］
●  カディ［イスラム法の裁判官、504 ］
●  カリフ［ウンマの代表者（を示す称号）、492 ］
●  カンポン［集落、545 ］
●  キヤイ［イスラム指導者（を示す称号）、486 ］
●  キヤース［類推、501］
●  ザカート［喜捨、490 ］
●  ジン［妖霊、492 ］
●  スンナ［ムハンマドの言行に由来する慣例、485 ］
●  タービイーン［教友の弟子、504 ］
●  タフシール［コーラン注釈、545 ］

●  タラーク［夫が妻に行う離婚宣言、505 ］
●  ナフダトゥル・ウラマー［500 ］
●  ニサーブ［ザカートが課される最低余剰財産、515 ］
●  ニスフ・シャバーン［イスラム暦8月15日、487 ］
●  ビドア［逸脱、486 ］
●  ファシク［イスラム法が禁じた罪を犯した者、531］
●  ファトワ［法学者が信徒の質問などに対して、イスラム

法に基づいて判断を下す法学裁定、488 ］
●  フィドヤ［宗教的義務を免除される代わりに払う補償金、

487 ］
●  ミラージュ［昇天、495 ］
●  ラカート［礼拝の動作単位、501 ］
●  UMNO［統一マレー人国民組織、540］

　本編は、『カラム』の第86号から第106号までに掲載された「千一問」の質問（Q）とそれに対する回答（A） 
を日本語訳し、掲載順に配列したものである。質問冒頭のQ.xxx（yyy-zz）：xは編集の過程で付けた通し番号、 
 yは『カラム』の号数、zはその号のなかで掲載された順番を指す。書誌情報は号ごとに付した。ただし、第 
89号のQ.493は都合により割愛した。

●訳文中の（  ）は原文に現れる表現、［  ］は原文にはないが日本語訳において補った表現を指す。
●回答において聖典コーランが引用されている部分は、訳文はマレー語からの直訳として、注にコーランの日本語

訳（井筒俊彦訳『コーラン（上中下）』岩波文庫、1957）の該当部分を示した。
●マレー語、アラビア語などの原語をそのまま表記する場合、必要に応じて注釈を付した。注釈は、初出の箇所のみ

に記し、２回目以降は省略したが、その場合下線を付して前の箇所に注釈を入れたことがわかるようにした（一
つの質疑応答の中でのみ複数回出てくる語は除く）。複数の質問に登場する語とその注釈は以下の通り（五十音
順、最後の数字は初出箇所の質問の通し番号）。
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担う首相からさえもイスラム法は尊重されていないと
して、他の人々からの嘲りの対象となってしまうから
だ。イスラム法は国民だけが実行するためにあるので
なく、とりわけ指導者自身にも課されているのである。
したがって、そのような行為は民衆の目から見て、実
に誤った恥ずべき行為である！こうした軽卒な行動が
再び起こらぬよう、パキスタンの議員たちがこのよう
な事を禁ずるべきである。以前にも、ここシンガポー
ルでパキスタンの使節団がパキスタンの建国を祝うた
めに酒を出したが、民衆からそれを批判されと、二度
とそのようなことはしないと認めたことがある。

Q.486（086-02）
　（遺族の意見によると）死者が礼拝と断食を行わな
かったため、死者が神の命令を怠った償い金を死者の
遺族が払うためお金を出し、それをキヤイ［イスラム
指導者（を示す称号）］に渡すことはビドア［逸脱］です
か、あるいは違いますか（噂によるとそのお金はメッ
カに送られるそうですが？）。それにより礼拝と断食
を償うことはできますか。

A.486
　イスラム教には、礼拝といった神からの命令を行わ
ないまま放置した者の罪を、他人が償うことを許す文
言は一つもない。人が怠った礼拝や犯した他の罪を
償うことはできないのだ。礼拝に対するフィドヤ［宗
教的義務を免除される代わりに払う補償金］はない。
フィドヤがあるのは、神が定め給うた断食を、一定の
理由により果たせなかったことに対してだけである。

Q.487（086-03）
　私の村では毎年ニスフ・シャバーン［イスラム暦8月
15日］の夜になると村人全員がモスクに集まり、コー
ランの「ヤー・スィーン」の章を読誦しています。それ
ゆえ、私は以下のことを知りたいと思います。それを
行うことは義務ですか。それは法的にどうなりますか。
また使徒ムハンマドやその教友たちは行ったことが
ありますか。もしあるなら何年にそれが行われたのか、
またそれに該当するハディースやコーランの章を挙げ
て下さい。またイスラム法およびイスラムの観点から、
ニスフ・シャバーンの意味を教えて下さい。

A.487
　いくつかのハディースに記されているように、ニス
フ・シャバーンとは幸福な夜であることに疑いの余地
はない。その中にはイマーム・アフマド、アルティルミ

ディー、そしてイブン・マージャによって伝承された
サイディーナ・アーイシャのハディースがある。それ
ゆえ、アッラーの使徒ムハンマドが行ったように、イ
スラム教徒の人々はその幸福な夜にイバーダート［信
仰行為］の数を増やすべきなのである。しかし、その
イバーダートはモスクではなく、家で行うべきである。
よって現在普段行われているような、ニスフ・シャバー
ンの夜にモスクに集まり、コーランの「ヤー・スィーン」
の章と、有名なニスフ・シャバーンの祈りを交互に3回
読誦することは預言者ムハンマドによって行われたこ
とがなく、それは単に後世の人によって作り上げられ
た行いに過ぎない。

Q.488（086-04）
　私はジョホール政府のムフティ［ファトワと呼ばれ
るイスラム法の法学裁定を出すことができるイスラ
ム法学者］にいくつかの質問を送りましたが、それに
対する回答は、単に「正しくない」、「許されない」など
といった単語を並べているだけで、回答の中には質問
に関する説明が少しもありませんでした。私はバンド
ンのアルウスタズ・ハサン・ビン・アフマドの著書『一
問一答／ Soal Jawab』に関して、その著書の中である
問題に関するコーランやハディースの文言を根拠と
した説明を沢山読み、その中に私がジョホール政府の
宗教学校で学んだ内容と異なる説明を多く見つけたこ
とについて質問しました。私の得た回答において、彼
はカーディヤーニー派［インドでおこったイスラム復
興運動の教団アフマディーヤの一派］について注意を
促しつつ、彼らは、民衆がシャーフィイー派から離れ、
カーディヤーニー派に属させることを狙い、宗教上の
イジュティハード［イスラム学者による解釈行為］を
行って、民衆に見解の相違をもたらすと明言する人も
いる、と述べました。『一問一答』に関して、彼はその
本を読んでおり、彼の見解では、本の中には間違い、嘘、
そして無知が満ちていると述べました。

A.488
　あなたの質問に対する回答では、その事項が正しい
か否かを判断するための説明がなされていないという
ことが、あなたが我々に同封してくれた添付文書の中
で分かった。ゆえに、通例ではそれを受け入れるかど
うかはあなた次第だが、我々の見解では、それに関す
る説明もないままただ単語だけ、正しくない、許され
ないなどといった言葉だけの回答を以て出されたファ
トワ［法学者が信徒の質問などに対して、イスラム法
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に基づいて判断を下す法学裁定］ではなく、可能な限
りの説明を加えた回答をすることが極めて望ましいと
考える。あなたの質問に対するジョホールのムフティ
による説明では（同封されたに添付文書よると）、「本
の中には間違い、嘘、そして無知が満ちている」とい
う。あなた自身『一問一答』を詳しく読んだ上で、あな
たはこのファトワを信じるのだろうか。それはあなた
次第だが、我々の見解では、それが絶対的なものとな
り、人々が盲目的に従い、それを一般化することがな
いよう、ムフティはどこが誤りなのか指摘すべきであ
る。なぜなら、この問題における意見交換はきちんと
管理されるべきだからだ。ムフティは、彼の知識と見
解に従い、もし誤りがあるならばどこなのか、いかに
正しいのかを一般の人々が知るために、『一問一答』に
対する反論本を書くべきである。なぜなら、『一問一
答』の本の中で回答されている問題の大半はアッラー
の啓典と神の使徒ムハンマドのスンナに基づいたもの
だからだ。『一問一答』の中の説明のもととなっている
アッラーの啓典と神の使徒ムハンマドのスンナの正確
な説明を、嘘、誤り、そして無知であると民衆は思うだ
ろうか。よって、ムフティは一般の人々が判断するた
めの根拠となるよう、絶対的な判断を下すのではなく、
その本に対する反論本をまさに書くべきである。あな
たへのファトワに対する回答は説明が一つもなされて
おらず、我々がそれを受け入れるには、ファトワの中
に何らかの説明が伴わなければならない。ファトワが
出される場合は、説明を伴うことが望ましい。根拠が
ないまま、まさに正しい、許されるなどといった言葉
を用いるだけではいけない。
　我々の見解では、見解の相違がある問題を議論する
人々、あるいはカーディヤーニー派に属してイジュ
ティハードを下していると主張する人々に対する皮
肉をそのまま混同しない方がいいと考える。なぜなら、
皮肉る人々は、カーディヤーニー派の活動を公然と、
そして非常に堂々と妨害も非難もしていることを我々
は数多く読んだからだ。

Q.489（086-05）
　シブのダト村の村長アバン・ハジ・イブラヒム氏は、
シブのモスクにおいて、少し前から世界の全ムスリム
が行っているような預言者ムハンマドの生誕祭を祝う
パレードを、来年シブのムスリムが行うことは許され
ない、なぜなら、そのような行いは全てビドアである
からだ、と講話しました。

A.489
　インド、インドネシア及びマラヤのイスラム団体が
預言者ムハンマドの生誕祭の祝い事を行うことはアッ
ラーとその使徒ムハンマドによって命じられてはいな
い行動だということを理解しており、また彼らはその
ような祝い事はアラブ諸国で行われていないことも
知っている、ということは実に明白である。彼らがそ
のように祝い事をするのは、その祝祭の過程で他の信
仰行為をせずに、敬愛と慈しみの気持ちを表すためで
ある。最善の忠告としては、神の命令を実行し、その禁
止事項を避けることだ。そのように努めることが望ま
しく、より完璧であるということは間違いない。現在
世界では、生誕祭を記念するのにそうした方法が好ま
れる状況にあるため、その方法や目的を理解している
ことを条件に、質素に、度が過ぎない程度に行うのが
よい。村長の説明は確かに法の観点からして適切であ
り、ゆえにそれを行うかはあなた方個人の判断次第で
ある。

第87号  ［Qalam 1957.10: 7-8］
Q.490（087-01）
　なぜキリスト教団体はより活発にこの国でキリスト
教を広め、その学校はより完備されてより見事で、そ
の上印刷物や本が常に無料で配られているのでしょう
か。一方、イスラム教団体は大きく取り残されていま
す。取り組みが遅く、その学校は嘆かわしい混乱した
状態にあり、イスラムの良さを説く無料の冊子や本が
ほとんど無いのはなぜでしょうか。

A.490
　そのような状況が生じている理由は、キリスト教の
布教団体はヨーロッパとアメリカに本部を持つ慈善団
体から数百万リンギの援助を得ているからである。そ
の上、彼らはマラヤ連邦とシンガポール政府から同じ
ように数百万リンギの援助を受けているからだ。しか
しイスラム教の布教団体はその逆で、貧しい国民の寄
付だけに依存している。我々マラヤのイスラム教徒の
中には多くの貴族や資産家がいるが、彼らのなかで慈
善家になる人々は極めて少ない。我々の一部の貴族や
資産家たちはアッラーの御言葉を高めるための寄付を
することを惜しんでおり、そのうえ、果たすべき義務
に従ってザカート［喜捨］の支払いをしていない者も
いる。その間、彼らはこの世の運に恵まれてきたと言
える。裁判所に告発されたことがないからだ。ザカー
ト・フィトラ［義務的な喜捨］の支払いをしなかったが
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ゆえに裁判所に引きずり込まれ、告発され、裁かれる
のは、いつも慈善家だが貧しい庶民である。
　我々マラヤのイスラム教徒の中には宗教の保護者や
権力を握るイスラム教の指導者たちが存在するが、残
念なことにこの国のイスラム教は然るべき援助を受け
ていないどころか、キリスト教の学校や団体に見られ
るような最低限の援助すら受けていない。もしそうで
なければ、少し前に新聞で報道されたように、マラヤ
連邦がキリスト教の学校のために一年間で150万リン
ギの費用を支出する一方で、あらゆる村や地域におけ
るイスラムの教えを復活させるための（民間の）宗教
学校は1センたりとももらええず、混乱のまま放置さ
れるようなことが起こるはずがない。これこそが、自
分たちの祖国においてイスラム教を布教する取り組
みが停滞しているのと比べ、キリスト教の布教が活発
である様々な原因である。今や独立した政府の首脳陣
とイスラム教徒の国民自身は、植民地時代の状態のよ
うに、この嘆かわし状態をそのまま放置しておくこと
は無論ないだろう。いかなる事においても、我々イス
ラム教徒は強大で崇高なアッラーの御前で感謝すべき
である。すなわち、たとえ抑圧され弾圧されようとも、
我々は変わらずイスラムに忠実に、またイスラムの中
で生き、そして死ぬことを理想とすべきなのである。

Q.491（087-02）
　ソンコ［マレーの男性用の帽子］の宗教及び民族と
の関係は何でしょうか。老人たちが述べている次のよ
うな考えは正しいでしょうか。「ソンコを被ることは
スンナであり、もしそれを被らなければ、それは罪深
いことである」。

A.491
　イスラム教では衣服の問題についての定めはない。
イスラム教で定められているのは隠すべき男女のアウ
ラ［露出してはいけない身体の部分］である。衣服の形
や種類はその民族の判断次第であり、それは無論世界
の文化や環境に適した形をしている。例えば、暑い国
に住む人の衣服と寒い国に住む人に衣服は同じではな
い。白人は帽子を被り、アラブ人はターバンを巻き、そ
してマレー人はソンコを被り、またダスタル［頭に巻く
布製の帽子］を巻く（タンジャック［ダスタルと類似し
た帽子］を被る）。「ソンコを被ることはスンナであり、
もし被らなければ、それは罪深いことである」と述べる
人々の考えは、宗教の観点からすれば正しくない。しか
し、いかに我々の老人たちはマレー文化の旗印となる

着衣に愛着を持っているかについては理解できる。ま
た、一つの良き慣習、すなわちマレー文化を表すソンコ
を被る習慣を守る彼らの揺るぎない主張は理解できる。
　独立以前は、マレーのソンコはイスラム教徒、つま
り全員がイスラム教徒であるマレー人、そしてこの国
でイスラム教を信仰する外国人が被っていた。しかし、
現在ではマレーのソンコはイスラム教徒以外の人々
も被り始めている。それは、政府の役職に就いている
華人やヒンドゥー教徒などである。この新しい現象は、
マレー文化が既に独立し主権を有するマラヤの文化の
基盤になるであろうというはっきりとした印象を与え
ている。

第88号  ［Qalam 1957.11: 45- 48］
Q.492（088-01）
　預言者アダムが最初の人間というのは本当ですか。

A.492
　この事柄に関してはイスラム教のウラマーや非イス
ラム教徒の学者によって既に詳しく議論されている。
よってここではその核心部分の説明を提供する。この
預言者アダムについては二通りの意見がある。預言者
アダムは「最初の人間ではない」と主張する者もいれ
ば、預言者アダムこそが「最初の人間である」と主張す
る者もいる。この両方のグループはそれぞれ根拠を提
示している。以下に重要な部分だけを解説する。
第一のグループ　このグループは、預言者アダムは最
初の人間ではないと考えている。その根拠は二つある。
一つ目は、ダーウィン（チャールズ・ロバート・ダーウィ
ン、英国人、自然科学者、1809-1882）の見解である。二
つ目は（彼らの見解による）いくつかのコーランの節
によるものである。
ダーウィンの見解　ダーウィンは明確ないくつかの根
拠を示し、この世界に存在する全ての物の起源は一つ、
つまり単一の種から誕生したと断定した。その数千年
後、次第に、そしていくつかの外的要因や状況により、
植物、金属、動物などが誕生した。全ての動物は元々
一つの集団で、一つの場所に生息していた。その状態
が続くと、やがて数が増加し、場所が不足するに至っ
た。それゆえ動物たちは散り散りになり、別々の生息
地を探さざるを得なくなった。この移動により、様々
な天候や状況を経験し、多様な外見や行動を取る動物
の種がいくつも誕生したのだ。ライオン、虎、山羊、牛、
鳥などになった。同様に、通常「類人猿」と呼ばれる動
物もそこから誕生した。そして連続的な進歩（進化）に
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より、この「類人猿」から充分に完璧で洗練された動物、
すなわち「人間」が生まれた。結論として、ダーウィン
の考えによると、「人間」は「類人猿」から誕生したの
である。このダーウィンの意見（理論）を詳細に見てい
くと、預言者アダムはそのままの姿で、つまり一度に
アッラーによって創られたのではなく、既にこの世に
存在していた種の将来の姿である人間から生まれたと
いうことが明らかである。それゆえ、彼は「最初の」人
間ではなく、彼は新しく生まれた生物の一つに過ぎな
い。よって預言者アダム以前に他の生き物（将来の人
間）がいたのである。以上がダーウィンの見解である。
コーランの説明　同様にこの一番目のグループの見
解によると、最も高貴なるコーランの中で、強大で崇
高なアッラーは次のように仰せになった。「さて（思
い起こしなさい）、汝らの神が天使に『まことにわしは
地上にカリフ［ウンマの代表者（を示す称号）］を置こ
うと思う』と言い給うた時、彼らは『なぜ地上に害をな
し、血を流す生き物をそこにお置きになるのですか』
と言った」（コーラン「牝牛」の章第30節）１）。この節の
中に「カリフ」という言葉がある。カリフとは「代理者」
という意味である。「代理者」と呼ばれる人にはそれぞ
れその者が代理となる人物が誰かしらいるはずである。
では彼は誰の代理なのだろうか。それは自身（アダム）
の種をおいて他にない。なぜなら、神が上述のように
言い給うた時、天使は「なぜ地上に害をなし、血を流す
生き物をそこにお置きになるのですか」と言ったから
だ。よって、もし天使が思い浮かぶ事例あるいは何ら
かの出来事が預言者アダムの誕生する前に起こって
いなかったとしたら、天使がそのように質問あるいは
発言した理由はどうして生じるだろう。また、害をな
し、血を流す生き物とは、通常「人間」ではないか。し
たがってアッラーがいわんとする「代理者」（カリフ）
とは預言者アダム以前に存在した人間の「代理者」を
意味するのではないのだろうか。
　アッラーが天使におっしゃられたその「カリフ」と
いう言葉は、いくつかの国を壊滅させた後に下された、
次の啓示と全く同じである。「その後我らは汝らを地
上においてカリフとした……」（コーラン「ユーヌス 」

の章第14節）２）。この「カリフ」という言葉も同じよう
に「代理者」、つまり以前アッラーが破壊し給うた人間
の代理者という意味である。上記の説明から、預言者
アダムは最初の人間ではないという事に関して（一番
目のグループの見解による）ダーウィンの見解と我々
の宗教の見解は同じように見える（しかし、ここには
アダムは猿を起源としているというダーウィンの理論
は含まれない）。
第二のグループ　このグループは、預言者アダムこそ
がアッラーの御力で創った最初の人間であり、既に存
在していた将来の人間（のちに人間と言われる動物）
から生まれたのではないと断定している。そして預言
者アダム以前に「人間」と呼ばれる生き物は存在しな
かったという。いくつかのコーランの節やハディース
をもとに、「ダーウィンの見解」と（第一のグループが
提示した）「節」に反論する根拠は以下の通りである。
ダーウィンの見解に対する反論　第一のグループが説
明したダーウィンの見解はまだその正当性が認められ
ていない、というものだ。その理由は、⑴彼が説明し
たことは彼自身確信しているわけではなく、単に思考
と推量という方法により判断したに過ぎない。そのよ
うな方法は正しいかもしれないし、また正しくないか
もしれないのである。
⑵このダーウィンの見解は、まだ学者たちによってそ
れを受け入れるという合意に至っておらず、それに反
論する者もいる。反論者たちの一人に、英国人の学者
アンブローズ・フレミングがいる。この反論者もまた、
ダーウィンの理論の誤りを指摘する上で相当数の根拠
を示している。その内の一つで彼は次のように述べて
いる。「もし仮にこのダーウィンの理論が正しいとす
れば、なぜ最終的に人間は頭が良くなり、進化できた
のに、なぜ猿はそうではないのか……」。そして彼はま
た次のように述べている。「人間学（人類学）の分野で
は、人間の身体（及び）精神と猿との間の類似性は認め
られていない。したがって、動物の進化から人間が誕
生したということを我々は受け入れることができな
い」。つまり、動物がある段階から次の段階へ、あるい
はある状態から次の状態へと変化を経験した、という
ことである。最後に彼は、人間は一人の創造者によっ
て創られたと断定している。
⑶反論にあった、あるいはふさわしくないとされた

１） 「さてお前（マホメット）の主（アッラー）が天使らに向って『わ
しは今から地上に（わが経綸の）代理者（アダムのこと）を設置
しようと思う』と告げ給うた時、一同（それに抗議して）言った、

『地上に悪をはたらき、流血の災を惹き起こすような者を汝は
わざわざ作り給うのか。我らがこうして汝の讃美を声高らかに
唱え、汝を聖なるかな聖なるかなと讃えまつっておりますの
に』と」（『コーラン（上）』「牝牛」第30節、p.16）。

２） 「その後で、我らはそのあと継ぎとして汝らを地上に興し、汝
らの出かたを見ようとした」（『コーラン（上）』「ユーヌス」第14
節、p.277）。
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ダーウィンの見解はこの一点だけではない。明らかに
誤っている点が他にも数多くある。「人間は猿から進
化した」という、全く立証することのできない見解も
また同様に誤りである。
コーランの節による説明　コーラン「ユーヌス」の章
第14節の中に記された“khalāif”（カリフ）という言葉
はまさに、アッラーによって破壊される以前に存在し
た人間の「代理者」という意味である。アッラー御自身
がそうおっしゃられているのだから、我々はこれにつ
いて言及する必要はないだろう。我々が言及すべき重
要なことは、コーラン「牝牛」の章第30節の中に出て
くる「カリフ」という言葉である。「カリフ」とは代理
者を意味する。コーラン「牝牛」の章第30節で記され
た代理者あるいはカリフは今なお不特定であり、次の
ように言うことができる。A．人間の「カリフ」あるい
は「代理者」、B．アッラーの「カリフ」、すなわち代理者、
C．その他の生き物の「カリフ」、D．ジン［妖霊］の「カ
リフ」あるいは代理者、である。よって、こうした四項
目の一つを断定するためには説明を必要とすることは
言うまでもない。我々のいわんとする説明とは、我々
の考えによる説明ではなく、我々の宗教による説明で
ある。なぜなら、この問題は宗教にその原点があるか
らだ。最も高貴なるコーランによると、人間（アダム）
より前に、強大で崇高なアッラーはまずジンを創り給
うた。「そしてジンどもを（人間より）前に、我らは灼
熱の火で創った」（コーラン「アル・ヒジュル」の章第27
節）３）。
　「イブン・アッバースは伝えている。…そしてまこと
に神が（人間を）創造し給う以前、既に地上が出来上
がってから約二千年経っており、そしてジンの子孫の
ジンがいた。その後彼らは地上に害をなし、血を流し
た……」（アルハカムの伝承）。この伝承の中で、イブ
ン・アッバースはさらに次のように語っている。「アッ
ラーが（天使に）『まことにわしはこの地上にカリフ
を一人置こうと思う』と言い給うと、彼らは『（我らの
神よ）地上に害をなし、血を流す（生き物）をカリフに
なされたいのですか』と言った。それはジンを意味す
る」（つまり、天使がいわんとしているアダム以前に地
上に害をなし、血を流した生き物とはジンのことであ
る）。このアルハカムの伝承は、預言者ムハンマドの文
言ではない。なぜなら、この事柄（アダム以前のアダム

とこの世の住人の事柄）は目に見えない（神秘的な）も
のだからだ。イブン・アッバースがそのように述べた
のは、単に彼の考えだけから出たものではないと我々
は信じる。それは預言者ムハンマドに端を発している
に違いない。したがって上述のコーランの節とイブン・
アッバースの説明から、預言者アダムはこの地上にお
けるジンのカリフであると我々は断定できる。
預言者アダムの誕生　今度は預言者アダムの誕生につ
いて見てみよう。最も高貴なるコーランや栄光あるハ
ディースの中で、預言者アダムは全人類の起源である
ことが示されている。至高なるアッラーの啓示は以下
の通りである。「神は創造し給うた万物を善美なもの
となし、そして人間を土から創り始め給うた。次に神
はその子孫を卑しい水の精から創り出し給うた」（コー
ラン「跪拝」の章第７、８節）４）。この節の中でアッラー
は、最初の人間を土から創り給い、次いでその子孫を
卑しい水から創り給うたとはっきり仰せになっている。
よって、人間は類人猿や猿から生まれたのではない。
　コーラン「イムラーン一家」の章第58節の中で、強
大で崇高な神はアダムの誕生について次のように仰
せになっている。「彼（アッラー）は（アダムを）土か
ら創っておき、『なれ』と言い給うと、彼はそうなった
のである」５）。この節から、預言者アダムは至高なる
アッラーによって土から創られたことは明らかであ
り、ダーウィンが述べているように、動物が少しずつ
変化していって猿となり、やがて最初の人間となった
のではない。至高なるアッラーはさらに明確に次のよ
うな啓示を下された。「そして、汝の神が天使に仰せに
なった時（のことを思いなさい）。『まことにわしは一
人の人間を陶土、すなわち象った黒泥から創ろうと思
う。わしがこれを完成させ、わしの霊を吹き込んだ時、
汝らは彼に跪拝せよ』」（コーラン「アル・ヒジュル」の
章第28、29節）６）。この聖なる節はどのような方法で

４）「すべてのものを完璧に創りなした上、人間を泥土から創造し、
その後裔をばいやしい水の精から造り出し、その形をととのえ
て、最後に息吹き込んで下さったお方。お前たちに耳や目や心
を備えて下さったのもあのお方。それに、お前たち一向有難い
とも思わないとは」（『コーラン（中）』「跪拝」第7-9節、p.283）。

５） 「さて、アッラーのお目から見ると、イーサー（イエス）は丁度
アーダム（アダム）と同じようなもの（イエスが処女を母として
生まれたのと同じく、アダムもまた父母なしに泥から生まれ
た。ともに奇蹟による誕生である）。彼を泥で作っておいて、そ
れに「なれ」と仰しゃったら本当に彼は（生きた人間に）なった
のだから」（『コーラン（上）』「イムラーン一家」第59節、p.82）。

６） 「さて、汝（マホメット）の主がなみ居る天使たちに向って、『よ
いか、わしはこれから、陶土、すなわち黒泥を形どったものを
用いて人間を造ろうと思う。わしが彼の形を作って、これにわ
しの息を吹き入れたなら、汝らひれ伏して跪拝せよ』と仰せら
れた時のこと」（『コーラン（中）』「アル・ヒジュル」第28-29節、
p.67）。

３） 「我ら（アッラー）、人間を造るには、陶土、すなわち黒泥を形
どったものを用いたが、妖霊どもは、それより以前に、燃えさ
かる炎で造った」（『コーラン（中）』「アル・ヒジュル」第26-27節、
p.67）。
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アッラーが預言者アダムを創り給うたかが記されてい
る。すなわち、神は陶土と黒泥から人間の姿を創りな
さった。その後それに魂が吹き込まれ、そこで完全な
状態の預言者アダムが誕生した。
ハディースによる説明 神の御使いは次のようにおっ
しゃった。「アダムとモーゼは議論をした。そしてモー
ゼは『アダムよ！あなたは我々の父親です。あなたは
我々を落胆させました。そしてあなたは我々を天国か
ら追い出しました……』と言った」（アルブハーリーと
ムスリムの伝承による真正ハディース）。アルブハー
リーの伝承によるマアラジが伝えるハディースの中に
アダムの事が触れられている。それは次の通りである。

「そこで彼（預言者ムハンマド）は天で預言者アダムと
出会い、そして天使ジブリールは彼（預言者ムハンマ
ド）に『これ（アダム）があなたの父親です』と言った」。
　アルブハーリーの伝承による真正ハディースをも
う一つ挙げる。神の御使いは次のようにおっしゃった。

「復活の日にムスリムの人々が集まり、『我らの神に祝
福を願えたらどんなに良いことか！』と言うであろう。
また彼らは預言者アダムのところへ来て言う。『あな
たは全人類の父親です。アッラーはあなたを御手で創
られ給い……』」。
　これら三つのハディースから、預言者アダムはアッ
ラーによって創造され、そして預言者モーゼやジブ
リールに、そして復活の日にはムスリムの人々からも

「父親」と呼ばれていることが明らかとなった。第三の
ハディースの中で、預言者アダムは「全人類の父親」で
あるとはっきりと述べられている。
　結論として、上記で説明したコーランとハディース
の文言に従えば以下のことが明らかである。１）人間
の前に、アッラーは先にジンを創られた。２）言者アダ
ムは、アッラーが土からその姿を創り、そしてそれに
魂を吹き込まれた。３）預言者アダムは全人類の父で
あると明言されている。
　よって以上三点から、アダムは最初の人間であり、
彼より前に存在した種族はジン以外に存在しないと断
定できる。

第90号  ［Qalam 1958.1: 46］
Q.494（090-01）
　天使と呼ばれるものは何ですか。またジンと呼ばれ
るものは何ですか。ご説明願います。

A.493
　ハディースの説明によると、 天使はアッラーが

「ヌール」（光）から創り給うた創造物であり、預言者ム
ハンマドの文言は以下の通りである。「天使は光から
創られ、ジンは燃え上がる炎から創られた。そしてア
ダムはあなた方に示されたものから創られた」（ムスリ
ムの伝承による真正ハディース）。
　人間が天使をアッラーが創造し給うた元の姿で見
ることができると示す説明はなく、それどころかその
逆の説明がなされている。我が預言者ムハンマドが元
の姿の天使を見たことがあったのはたった二度だけで
あった、という伝承がある。以下は有名な出来事であ
るが、天使が預言者ムハンマドに何かを伝えようとし
た時、しばしば天使は人間に似た姿をしており、その
姿を預言者ムハンマドの教友らも目にすることができ
たという。コーラン「イムラーン一家」の章第39節には、
預言者ザカリアの元に現れたという文言がある７）。ま
た「イムラーン一家」の章第42から45節８）と「マルヤ
ム（聖母マリア）」の章第17節９）の中でも、天使が聖母
マリアの前に現れたことがあったと示されている。ま
た「フード」の章第69節10）と「吹き散らす風」の章第

７） 「そこでザカリーヤーは主に祈った、『主よ、なにとぞお情けを
もちまして、この私めに立派な子孫をお授け下さい。まことに
汝は祈りをよくおききとどけ下さる方でござります』と。かく
て彼が聖処に立って祈っていると天使らが彼に呼びかけて、

『かしこくもアッラーは何時に嬉しいお告げを下さるぞよ。（や
がて汝に）ヤフヤー（ヨハネ）（という子が生まれるであろう）。
彼こそはアッラーのお言葉の確証者となり、（人々の）指導者、
純潔なる者、義しき人々の中での預言者となるであろうぞ』と」

（『コーラン（上）』「イムラーン一家」第38-39節、p.79）。
８） 「それから天使らは（マルヤムに向って）言った、『これマルヤ

ム、かしこくもアッラー様がお前をお選びになり、お前をお浄
めになり、そしてお前をありとあらゆる女の上に選び挙げ給う
た。マルヤムよ、お前はすべて主の御心のままに従い、ひれ伏し
跪いてみんなと一緒にあがめまつらなくてはいけないぞ』と。

 　（ここからアッラーはマホメット一人に向かって語りかけ
る）これはみなもともと不可知なる事柄に属する話しである
が、それを特にお前にだけ開示してつかわすのじゃ。お前は、
あの連中が占矢を投げて（古アラビアの籤引きの一種）誰がマ
ルヤムの世話をするか決めようとしていた現場に居合わせた
わけではなし、また（そのことで）みんなが言い争っていた現
場に居合わせもしなかった（ここでマホメット一人に対する密
かな語りかけは終る）

 　そこで天使らは宣言した、『これマルヤム。かしこくもアッ
ラー様の嬉しいお告げじゃ、（お前は）神から発する御言葉（神的
ロゴスの意）を（産みまつるであろう）。その名はメシア。マルヤ
ムの子イーサー（マリアの子イエス）。その御方は現世にても来
世にても高きほまれを受け、神のお傍近き座につかれるであろ
う』」（『コーラン（上）』「イムラーン一家」第42-45節、pp.79-80）。

９） 「面紗つけてみなに顔を見られないようにしたとき（古注釈に
よればこれは月経時のもの忌みである）のこと。その時、我ら、
聖霊（天使ガブリエル）を遣わせば、たくましい男の姿となっ
て彼女の前に現れた」（『コーラン（中）』「マルヤム 」第17節、
p.128）。

10） 「次に我ら（アッラー）の使徒（ここでは人間の姿をかりた三人
の天使を指す。「創世記」第一八章参照）は、喜びの音信をたず
さえてイブラーヒーム（アブラハム）のもとを訪れた。「平安あ
れ」と彼らが（挨拶）すると、彼も「平安あれ」と応え、ただちに
焼いた犢を供した」（『コーラン（中）』「フード」第69節、pp.18-
19）。
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24節11）においてもイブラヒムのもとに天使が現れた
と述べられている。同様に「フード」の章第77と81節
の中に、預言者ルート［ロト］の元に天使が現れたと述
べられている12）。上記のように預言者たちや聖母マリ
アの前に現れた天使は、普通の人間の姿であった。
ジンについて　一方、ジンも燃え上がる炎からアッ
ラーが創り給うた創造物であり、コーラン「お情ぶか
い御神」第15節では次のように述べられている。「彼

（アッラー）はジンを燃え上がる炎から創り給うた」13）。
　天使を自分の目で見ることができないように、ジン
もまた同様である。預言者ムハンマドはジンを元の姿
で見たことがあったという伝承がある。ジンについて
語っているコーランの節、とりわけ「妖霊」の章の内容
を詳細に見れば、ジンと人間は同じように宗教上の命
令に従い、禁止事項を避ける義務があるとする説明が
見て取れるだろう。人間に信仰者と不信仰者、また敬
虔の徒と不義の徒がいるのと同様に、ジンもまた然り
である。コーラン「洞窟」の章第50節の中で、イブリー
スはジンの一族であると述べられている14）。またコー
ランの複数の節から、イブリースとシャイターン［悪
魔］は同じ種であるが、人の心を乱す時はシャイター
ンと呼ばれ、その他の時はイブリースと呼ばれている
ことが分かる。

第91号  ［Qalam 1958.2: 42-43］
Q.495（091-01）
　私が学んだ限りでは、我らが崇敬する預言者ムハン
マドは肉体と精神を以てイスラー［夜の旅］とミラー
ジュ［昇天］を体験されましたが、私の地元では「精神
だけを以てなされた」と説く人がいます。どちらが正
しいでしょうか。

A.495
　正しく、そしてより、正当とされるのは、我らが崇敬
する預言者ムハンマドは肉体と精神を以てイスラーと
ミラージュを体験された、ということである。これこ
そが大半のイスラム教徒が規範としていることであり、
それは以下の根拠による。
１．仮に「精神だけを以てなされた」、すなわち夢を通
じた体験であったならば、それは不思議な事象あるい
は我らが崇敬する御方にとって特別な奇跡とならな
かったに違いない。
２．最も高貴なるコーランの中で、メッカの聖なる礼
拝堂からエルサレムの神殿へと夜の旅に連れて行かれ
たのは“ʿabduhu”（神の僕）、つまり精神と肉体を共に
兼ね備えた我らが崇敬する預言者ムハンマドであった
と明確に述べられている。それは精神的にだけではな
い。なぜなら、肉体と精神を兼ね備えていない限り、あ
る人間を「人間」あるいは「人」、または「アッラーの僕」
と呼ぶことはまだできないからだ。このことは以下の
至高なるアッラーの啓示（「夜の旅」第１節）の内容を
正しく理解した時、一層明らかとなるだろう。
　「最も神聖なるアッラーは、我らの（偉大さの）しる
しをその僕（ムハンマド）に見せるために、夜の間に
彼を連れて聖なる礼拝堂（メッカの神殿）から、我ら
がその周囲を祝福した遠隔の礼拝堂（エルサレムの神
殿）までを旅し給うた。まことに彼（強大で崇高なアッ
ラー）はよく聞き、よく見通し給う御方である」15）。
　この聖なる節において、夜（歴史的なミラージュの
夜）に旅に連れて行かれたのは「神の僕」、つまり我ら
が崇敬する預言者ムハンマドであり、それは単に精神
的あるいは夢を通じ体験したのではない、と説明され
ている。またこの出来事は、メッカからエルサレムの
神殿へ、そしてエルサレムの神殿から第七の天界へ、

11） 「イブラーヒーム（アブラハム）の尊いお客の話、もう汝（マホ
メット）に聞かせてやったかな。（客人たちが）彼の家に入って
来て、『平安あれ』と挨拶したら、彼は『平安あれ。ついぞ見かけ
ぬ方々ですな』と言った、あの時の話」（『コーラン（下）』「吹き散
らす風」第24-25節、p.146）。

12） 「さて、我ら（アッラー）の遣わした者（人間の姿をかりて現れ
て来た三人の天使）がルート（ロト）のところへやって来た時、
彼は大変に心配し、どうしたものかと気を揉んで（ソドムの住
民は男色の風習で有名。男の立派な客人など来れば、ただでは
すまさない）、『今日は大変なことになったぞ』 と言った」

（『コーラン（中）』「フード」第77節、p.20）。「すると彼ら（神のお
使い）が『これ、ルートよ、我らはお前の主（アッラー）から遣わ
されて参ったもの。この者どもには絶対にお前に手出しなどさ
せないから、一家をひきつれ、夜の闇にまぎれて早く立ち去れ。
お前たち一家のものは一人たりとも後をふり返ってはならん
ぞ。ただしお前の妻だけは別じゃ（ロトの妻が神のいましめを
無視し、後をふりむいてソドムの滅びる光景を見たために塩の
柱となってしまった話しは「創世記」第一九章二六節にある）。
彼女は（ソドムの住民たち）と同じ災難に逢うであろうぞ。彼
ら（の滅亡）の予定時は朝になっておる。もうじき朝ではない
か』と言う」（『コーラン（中）』「フード」第81節、p.20）。

13） 「人間を陶工のように粘土で作り、妖霊どもを煙なしの火で作
り給うた」（『コーラン（下）』「お情ぶかい御神」 第14-15節、
p.163）。

14） 「我ら（アッラー）天使たちに向って、「アーダムを跪拝せよ」と
言えば、一同そこに跪いたが、ただイブリース（サタンの名）だ
けは（言うことをきかぬ）。あれはもともと妖霊の一族であった
ので、それで主のお言いつけにも背いたのであった」（『コーラ
ン（中）』「洞窟」第50節、p.118）。

15） 「ああなんと勿体なくも有難いことか、（アッラー）はその僕（マ
ホメット）を連れて夜（空）を逝き、聖なる礼拝堂（メッカの神殿）
から、かの、我ら（アッラー）にあたりを浄められた遠隔の礼拝堂

（エルサレムの神殿）まで旅して、我らの神兆を目のあたり拝ま
せようとし給うた。まことに耳早く、全てを見透し給う御神」

（『コーラン（中）』「夜の旅」第１節、p.93）。
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そして更なる高みへと向かう旅の間中、不思議かつ美
しいアッラーの偉大さのしるしを示されるという、我
らが崇敬する御方にとって大いなる名誉なことであ
る、と説明されている。そして、まさにここであの方
とあの方の信徒に対し五回の礼拝の義務が課され、そ
してイスラムの五行の一つとなったのである。確かに
上述の「夜の旅」第１節の中には「ミラージュ」（預言者
の昇天）についての記述はない。ここで述べられてい
るのは、イスラー（メッカからエルサレムへ向かう預
言者ムハンマドの夜の旅）についてだけである。しか
し、ミラージュについてはコーラン「星」の章第13か
ら18節の中で明らかにされている16）。ここでは、「スィ
ドラ・アルムンタハー」の木［聖木］の傍で（神が創り給
うた元の姿の）ジブリールを目にしたと述べられてい
る。ブハーリーとムスリムの伝承による真正ハディー
スの中で「イスラーとミラージュ」について詳しく記
されている。その中で、使徒ムハンマドは「ブラーク」

（天馬）に乗り、天使ジブリールに導かれイスラーとミ
ラージュを体験されたと述べられている。上記の真正
ハディースから、使徒ムハンマドはイスラーとミラー
ジュを（精神と肉体を以て）起きている時に体験され
たのであり、寝ている時、すなわち精神的または夢を
通じて体験されたのではない、という意味を理解する
ことができる。
３．我々がイスラムの歴史、すなわち我らが崇敬する
預言者ムハンマドの生涯の伝承を調べれば、この問題
に関して少なからず重要な説明を得ることができるだ
ろう。使徒ムハンマドが「イスラーとミラージュ」につ
いてメッカの住人に語った時皆騒然となり、異教徒た
ちはそれを嘘だと思い、その上信仰心の低い幾人かの
イスラム教徒らは、彼らからするとイスラーとミラー
ジュの話は理に合わないとしてそれを信じようとせず、
再び背教者に戻る者もいたとイスラムの歴史は語っ
ている。まさにその時サイディーナ・アブー・バクルが
前に出て、使徒ムハンマドが語ったイスラーとミラー
ジュの話を完全に信じ、そして敬愛される預言者が語
られたその話よりもさらに不思議な出来事について
の話も信じると認めた。この敬虔なアブー・バクルの
信仰心に対し使徒ムハンマドは「アルスィッディーク」 

（まことに正しく、まことに真実を語る者）という称号
をお与えになった。この出来事は使徒ムハンマドが

「イスラーとミラージュ」を肉体と精神を以て体験さ
れたということを示す証の一つとなっている。もし精
神だけ、すなわち夢を通じて体験しただけであったな
らば、異教徒であろうとイスラム教徒であろうと、誰
も大騒ぎすることはなかったに違いない。なぜなら夢
は普通のことであり、全ての人間がそれを経験してい
るからである。実のところ、その時期に残忍なジャー
ヒリーヤの民による迫害と暴力にひどく苦しんでい
た預言者ムハンマドにとって、イスラーとミラージュ
は一つの奇跡（特殊な出来事）であり、比類なき名誉で
あった。その他にも、この出来事はイスラム教徒の信
仰心にとって試練となり、その試練の結果として信仰
心の低い幾人かのイスラム教徒たちは躓き、その話を
信じようとしなかったがゆえに背教者となった。一方、
サイディーナ・アブー・バクルやその他の預言者の教友
たちのように、固い信仰心を持つイスラム教徒たちは
その話をもはや疑うことなく受け入れ、アッラーのご
満足を得ることに成功した。すなわち、現世での成功
と、来世での成功を得たのである。

第92号  ［Qalam 1958.3: 37-39, 43］
Q.496（092-01）
　トゥアン・グル［宗教教師］であり、サラワク州シブ
におけるモスクのイマームとなった人物が、1958年2
月16日にシブのモスクにおいて公衆の前でイスラー
とミラージュの本を朗読した他に、おおよそ次のよ
うに説きました。「イマームが先導する礼拝の場合は
コーラン「開端」の章を読誦する必要はないと述べる

『一問一答』（すなわちバンドンのハサン・ビン・アフマ
ドの著書）の説明を規範としてはならない。その説明
は誤りであり、規範としてはならないのである」（つま
り、イマームが先導する礼拝またはイマームの後ろで
行う礼拝であろうと、「開端」の章を読誦しなければな
らない）。この事柄に関してどの説明がより確実で正
しく、そして規範として実践することが許されるのか、
コーランとハディースを典拠とした正確な証拠をいく
つか挙げてご説明願います。

A.496
　上記の『一問一答』において出された回答の中で、上
述の問題に対して賛成または反対する根拠が多く挙
げられている。あなた自身その提示された根拠を読む
ことができるだろう。もしその根拠がコーランとハ

16） 「そう言えば、もう一度お婆（ガブリエル）を拝したことがあっ
た。（天の）涯なる聖木のところであった。すぐそばには終の住
居の楽園があった。聖木の葉かげがこんもりと覆うところ。（そ
れを眺めるマホメットの目）はじっと吸いつけられたよう、さ
りとて度を過ぎて不躾に眺めはしなかった。あのとき眺めたの
は主のお徴の中でも最高のもの」（『コーラン（下）』「星」第13-18
節、pp.154-155）。
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ディースをもとにした確固たるものであるとあなた
が理解したならば、前述のイマームに対し彼の根拠を
尋ねてみるのがよいだろう。なぜなら、もしその根拠
が単なる見解や考え、あるいは心情に過ぎないならば、
それを規範としてはならないからだ。その理由は、法
学派のイマームたちがいつも語っているように、彼ら
の見解がコーランとハディースに相反している場合、
その見解を捨て、アッラーの啓典とその使徒ムハンマ
ドのスンナを規範とせよ、とイマームたち自身が求め
ているからである。

Q.497（092-02）
　１）現在世界の人々の間では、特にマレー人の間で
は産児制限が強く奨励されているように見えます。そ
の中には、そのための薬を買うために幾らかのお金を
出した者もいます。ゆえに私はここで、産児制限とい
う行為は認められているのか、そしてこの行為はイス
ラムの教えのどの部分に該当するのかをご説明頂くこ
とを願います。
　２）男性の精子と女性の卵子が交わった結果赤ん坊
が誕生することを我々は知っています。よって、我々
が妻と性交する時に女性の子宮の外に射精する、つま
り体外に射精する、すなわち我 （々男）が、精子が出る
のを感じた時に妻の子宮から陰茎を引き抜けば、それ
もまた産児制限の一つの方法となります。この行為は
禁止されていますか。またそれはイスラム法の中のど
の部分に該当しますか。

A.497
　この事柄についてはこのコラムの中で既に詳しく
回答したことがある。その中で、母親にとって産児制
限を行うことは一部の状況下においては義務である
が、一部においては禁止である、と解説した。インザー
ル（女性の子宮外に射精すること）の問題についても
既に詳しく論じた。インザールのように、精子が交わ
らない方法を模索することで避妊し、それに努めるこ
とで産児制限することについても既に説明した。また、
子供を扶養できないと不安に思うがゆえではなく、自
分の身に危険が及ぶがゆえに避妊することもまた義務
である、ということも既に解説した。それゆえ、過去の

『カラム』誌のページをもう一度開いて詳細に見て頂
きたい。神の御心ならば、あなたはこの件に関する回
答を得ることができるだろう。

Q.498（092-03）
　神によって禁止された物を許可したり、神によって
許された物を禁止としたりする権利は人間にあります
か。

A.493
　神によって禁止された物を許可したり、神によって
許された物を禁止としたりする権利は人間にはない。
アッラーだけがそれを決定する権利を有しておられ
るからだ。たとえ我々がその物にふさわしくなく、ま
た（とりわけ食べ物に関して）それを好ましくないと
思ったからといって、我々がそれを許可できるわけで
はない。

Q.499（092-04）
　議会では売春撲滅のために、17歳の少女が50歳以
上の男性と結婚することを禁止するという声明が出さ
れました。この件はイスラムの教えとどのような関連
性がありますか。

A.499
　双方が同意している限り、イスラム教が年齢の違い
を理由に結婚を禁じることは一切ない。先に女性の同
意を求めるべきであり、ゆえに年齢の差を理由に結婚
を禁じることはイスラムの教えに反する。

Q.500（092-05）
　インドネシアで二つの政府、つまり中央政府と反乱
政府が存在する所以は何ですか。

A.500
　あなたと他の方々のために説明すべき新たな事態が
起こったゆえ、この件についてここで少し長めの回答
を述べておく方がいいだろう。実のところインドネシ
アには三つの政府が存在する。それは、①スカルノが
率いる中央政府、②アフマド・フセイン大佐が率いる
反乱政府、③そして忘れてはならないのは、西ジャワ、
スラウェシ、そしてアチェで闘争を続けていたカルト
スウィロヨが率いるインドネシア・イスラム国家政府
である。インドネシア・イスラム国家については、ここ
ではとりあえず脇においておこう。インドネシア・イ
スラム国家は既に10年近く闘争を続けているが、彼ら
のことは本当にわずかしか外の世界に知られていない。
なぜなら、上述の三カ所で激しく闘争が起こり続けて
いるにもかかわらず、彼らの宣伝があまり世に出てい
ないからである。
　反乱政府が発生した理由は、好き勝手に振る舞うス
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カルノの権勢に対する不満からである。本誌の報道で
読者の方々が常々詳細に見てきたように、スカルノに
対するインドネシアの人々の不満は既に長い間生じて
いた。最終的に、モスクワから帰国するや否やスカル
ノは直ちにある「構想」を立て、スカルノが好み、贔屓
している人々から成る国民協議会を設置した。その後、
彼の意向に従う内閣を組織するよう命じた。そして最
終的に、何度か試みに失敗した後、結局彼は自ら内閣
を組織し、ジュアンダを首相に任命した。スカルノに
よって大臣の役職に任命された人々の一部に脅迫され
て就いた人々がいたという事実が広く知られていたた
め、すでにそれを快く思っていなかった信徒たちの間
に不安が生じた。この事態はますます悪化した。
　この間、スカルノの措置は地方の産物を中央で利用
するために集中させるだけであり、地方の状況は無視
されているという認識が諸地域で生じた。すなわち、
多くの産物を生産している地域の人々は自分たちが単
なる道具に過ぎない存在、あるいはジャワの植民地支
配を受ける地域であると認識した。以前ならば彼らの
産物はオランダでの享楽のために送られていたが、独
立後はジャワの指導者の「享楽」のために送られた。こ
うした感情が生じたことで、複数の地域の指導者たち
が行動を起こした。最初に、中部スマトラでアフマド・
フセイン大佐率いるバンテン評議会が設立された。彼
らは初めに、その地域の産物をジャカルタに集中させ
ることを拒否し、それを自分たちの地域にもたらす自
由があると宣言した。数か月後、最終的に彼らは自分
たちの産物によって彼らの地域を良好な状況へと整え
ることに成功した。この措置はパレンバンなどの地域
でも受け入れられ、結果中央の状況はますます困難に
陥っていった。
　しかし地方の指導者たちは多大なる危険を目にして、
もはや感情を抑えることができなくなっていたようで
ある。その危険とは様々な理由でスカルノが断固とし
て政府に共産党員を連れ込んだことであり、それは自
らの名誉を守るために強制されたのだと言われている。
これにより、中部スマトラとスラウェシ地域の人々は
国家と国民の安全を守るため、中央政府に対し最後通
牒を突きつけたのである。スカルノに対し、彼が設置
し、彼自身が指導者として権限を行使するためのパイ
プとなっていた国民協議会を解散するよう求めたの
である。また彼らはスカルノが組閣したジュアンダ内
閣を解散し、モハマド・ハッタとスルタン・ハメンクブ
ウォノが主導する内閣と交代することも要求した（こ

の人たちは国民が信頼を寄せる清廉潔白な人たちで
あったが、スカルノには好かれていなかった）。彼らの
要求が否定され無視されると、最終的にパダンでシャ
フルディン・プラウィラヌガラ（スンダ人）が首相とし
て率いる革命政府が樹立された。スカルノは「頭休め」
から帰るや否や、これに対処するため、彼らの措置を
憲法に基づいていないと言って非難した。しかしスカ
ルノもまた大統領として好き勝手に振る舞う独裁者と
なるという過ちを犯していることを、どうやら彼自身
忘れているようだ。1945年の宣言に基づき闘争を繰り
広げ、国民の状況改善を求める複数の地域に対し爆撃
を行うという措置により、その行動は一層立証される
こととなった。
　スカルノは平和的あるいは妥協的な交渉を模索する
ことはなく、「反乱者」に対し「経済制裁」を行ったう
えに武力的手段を行使したのである。ここで明らかな
ことは、国民、とりわけジャワ以外に住む人々はスカ
ルノが自ら築いた原則に反し実行した措置を目の当た
りにしたが、スカルノは彼らの考えを受け入れようと
しない、あるいは彼らの不満を再検討しようとしない、
ということである。スカルノは民主国家の指導者とし
て動いているのではなく、国家行政の中に共産主義者
を連れ込もうとする彼の意向を阻む人々に対する独裁
者として動いているのである。スマトラで有名なウラ
マーの子供であり、革命政府の防衛大臣となったダフ
ラン・ジャンベック大佐は、彼らが現在行っている闘
争は中央と地方の間の対立ではなく、この対立はアッ
ラーを信仰する人々とアッラーの敵（反神論者）との
間の対立なのだと述べている。それゆえに彼は共産主
義者を重視する措置、すなわち政府の中に共産主義者
を連れ込むことはパンチャシラ［インドネシアの建国
五原則］の「唯一神への信仰」に反すると見なしていた。
　一方、中央では濡れた糸を立てるために［不可能な
ことをしようとするという意味の諺］、スカルノはナ
フダトゥル・ウラマー［1926年に結成されたインドネ
シアのイスラム組織］からキヤイ・ハジ・ムハンマド・イ
リヤスを宗教大臣として起用した。彼は「共産主義者
はイスラム教徒たち自身よりも敬虔に礼拝を行ってい
る」と述べたと言われている。この表明はイスラム教
徒をひどく悲しませた。さらに彼は、「人はアッラーと
その使徒の法に従う義務があり、そして彼らが忠誠を
誓う国家に従う義務がある」と、本来の意味から外れ
た神の節を持ち出したのである。このようにして、自
分の身を守る手段を模索するための、そして自分の地
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位を守るための法的判断上の正義というものが常々
起こるのである。しかし、他のイスラム教徒たちはそ
の不正を理解していた。その不正は、たとえそれを維
持しようとしても、持続することはない。それはいつ
か崩壊する。神に対する不正と不服従を続けることは
できない。そして人間は後に彼らの真の姿を知るだろ
う！願わくはアッラーは権利を守る人々の主張を即
座に、また明確に守り給わんことを。そして信徒らが
彼らの行いによって苦しむことがないよう、願わくは
アッラーは直ちに不正を破壊し給わんことを。

第93号  ［Qalam 1958.4: 24-25, 44］
Q.501（093-01）
　私はアルウスタズ・アブ・バカール・アルアシャーリー
の著書『使徒ムハンマドのイバーダート』を読みまし
た。そこで、礼拝のニーア［意思表明］に関して突然私
の心に疑いの念が生じました。『使徒ムハンマドのイ
バーダート』によれば、タクビーラ・アルイフラーム

［礼拝開始に「アッラーは偉大なり」と唱えること］の
時ニーアを何も唱えないというのです。私が村でルバ
イの人たちに習った限りでは、ニーアを明確に唱えな
ければならず、例えばズフル［正午過ぎ］の礼拝の際は、
至高なるアッラーの御ために義務のズフルの礼拝に
おいて義務である4ラカート［礼拝の動作単位］を行う
というニーアを唱え、アスル［午後］とマグリブ［日没］
の礼拝においても同様にそれを繰り返します。よって、
規定のニーアを満たしていない礼拝は無効だと彼らは
言います。なぜなら、何の礼拝を何ラカート行うかと
いうニーアは唯一タクビーラ・アルイフラームの時に
行うからです。よって、私としては『使徒ムハンマドの
イバーダート』を詳しく読んでどうしたらいいものか
迷っています。なぜならその本の中では、使徒ムハン
マドのスンナ以外のイバーダートはビドアだと述べら
れているからです。よって私はどれを規範としたらい
いのでしょうか。

A.501
　あなたが言わんとしている質問の内容は正確ではな
いと我々は考える。なぜなら、ファディーラ・アルウス
タズ・アブ・バカール・アルアシャーリーの著書『使徒ム
ハンマドのイバーダート』の中では別の解釈が述べら
れているからだ。この本の中ではニーアを行うよう命
じられている。ニーアを行う際はそれを読み上げたり
声に出したりしないと述べているに過ぎない。彼が言
うには、例えば使徒ムハンマドはウドゥー［礼拝のた

めの浄め］をする時、「慈悲あまねく慈愛深きアッラー
の御名において」と唱えて両手を濡らすことから始
め、同時に誠意を込めてニーアを行った。つまり、使徒
ムハンマドはウドゥーの時にニーアを行い、そのニー
アを声に出すことはなかった。使徒ムハンマドは我々
が行っているような、例えばタクビールの前に立ち上
がってキブラ［メッカの方向］に向かい「至高なるアッ
ラーの御ために、私は義務であるズフルの礼拝を4ラ
カート行います」と唱え、その後続けて「アッラーフ・
アクバル［アッラーは偉大なり］」と唱えるといった
ようなことはせず、礼拝のニーアを声に出すことはな
かった。よって、おそらくあなたが言わんとしている
質問は、第二番目、つまりタクビールの前にニーアを
する際それを読み上げる、あるいは声に出して唱える
ことが望ましいのかどうかということだろう。もしあ
なたがこれについて質問しているならば、コーランと
ハディース、そして教友らのイジュマー［合意］を規範
としていたアルサラフ・アルサーリフ［ムハンマドと
教友、その弟子といった初期の三世代のムスリム］の
人々の解釈の限りでは、使徒ムハンマドは立礼の時だ
けに誠意を込めてニーアを行い、我々の大半が行って
いるようにそれを口に出すことはなかった。一方、専
門家の解釈によると、このニーアを口に出して唱える
行いをスンナとする解釈はシャーフィイー学派のウラ
マーからきたのであり、イマーム・シャーフィイー本
人からきたのではない。もしあなたが『使徒ムハンマ
ドのイバーダート』の本の最初に記されたハディース
を注意深く見れば、以下の内容のハディースを見つけ
るに違いない。「私が礼拝するのをあなた方が見たま
まに礼拝しなさい」。我々が従うべきイバーダートは
崇敬するムハンマドの行ったイバーダートのみであり、
この内容はイバーダートの目的にかなっている。もし
我々がイバーダートのなかにキヤース［類推］や意見
を加えたなら、それは他の行為もイバーダートとして
許されることになる。ゆえにその本（『使徒ムハンマド
のイバーダート』）の著者は、使徒ムハンマドが行った
礼拝方法について正確な解釈をしているのである。使
徒ムハンマドが沐浴やウドゥー、そして礼拝の時に
ニーアを声に出して唱えたというコーランとハディー
ス、そして教友らのイジュマーの文言はない。彼はた
だ誠意を込めてニーアを行う、つまり声に出さず、心
の中でニーアを念じたのである。
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Q.502（093-02）
　ヌグリスンビラン州の宗教局局長のハジ・ウスマン・
タアト氏は何を根拠にアルウスタズ・アブ・バカール・
アルアシャーリーの著書『使徒ムハンマドのイバー
ダート』を禁書にすべきだと求めたのでしょうか。

A.502
　あなたのこの質問に対しては、ヌグリスンビラン州
の宗教局局長から回答を得るのが一番いいだろう。な
ぜなら、彼はただアルウスタズ・アブ・バカール・アルア
シャーリーの著書『使徒ムハンマドのイバーダート 』
の教えは真のイスラムの教えに反していると述べてい
るに過ぎないからだ。彼が言わんとしている真のイス
ラムの教えとはどれを指しているのか我々にも分から
ない。その真のイスラムの教えとは、ウラマーの解釈
だけが当てはまるのだろうか。あるいは真のイスラム
の教えは唯一アッラーの啓典とその使徒ムハンマドの
スンナに基づくのだろうか。したがって、この発表に
関しては局長自身に答えてもらうのがいいだろう。

Q.503（093-03）
　もしインドネシアで内乱が起こったら、どういった
結果が生じるでしょうか。

A.503
　現在起きている状況の中で、どうやらスカルノ大統
領はインドネシアのイスラム教徒の団結という目的の
裏に隠された、大いなる目的を実行しているようであ
る。それはイスラム教徒の分裂であり、去る1951年に
アムンタイで行った講演から始まった。彼の目的は他
の地域に対するジャワの植民地化であり、それゆえ現
在中部スマトラの人々を敵に回した内乱が起こってい
るのである。彼は平和的手段を取ろうとせず、国家の
崩壊を目にした自分の民族に対して武力を行使する道
を取ったのである。スカルノは彼らを非難するが、ス
カルノ自身いつも自らが制定した法に背いているこ
とに対し自己批判をしようとしなかった。地域の人々
は、スカルノは父親として「子供たち」をえり好みし、
彼は「子供たち」を世話することを知らないという不
満を持っていた。ゆえに取り残された「子供たち」は自
分が父親から虐待を受けていると感じ、他の「兄弟た
ち」の安全のために抗戦せざるを得ないと感じたので
ある。結果的に本人がいる中央においても、スカルノ
はやがて地方出身者である配下の官僚たちに対しても
猜疑心を感じるようになるだろう。一方、スカルノが
地方の人々を潰すためにジャワ人を動員したため、地

方の人々の中に果てしない恨みが生じ、最終的に敵意
が限りなく続くのだ。インドネシア民族の統一は消滅
する。そして互いに征服し合い、憎み合う気持ちが生
じるのだ。それゆえ、他の地域の人々はスカルノに平
和的な道を模索するよう求め、武力的手段を用いない
よう主張した。なぜなら、例えスカルノが中部スマト
ラの人々を弾圧できたとしても、怨嗟の感情は続くか
らだ。それは単にスカルノに対してだけでなく、直接
ジャワの人々自体にも向けられる。とくに、政府の役
職において全くジャワの人々だけを優先するスカルノ
とその一味によって、ジャワとその地域の間に亀裂の
感情がすでに生じているのだ。

第94号  ［Qalam 1958.5: 9-10, 38-39］
Q.504（094-01）
　新聞報道にあったように、一般庶民のイスラム教徒
が他の地域に行ってシャリファ［ムハンマドの子孫の
女性］と結婚し、再びその地域に戻って来た時、カディ

［イスラム法の裁判官］は彼らの結婚を無効にすると
いう法的判断を下しました。既に同意を得た上に二人
の両親の希望でもあった婚姻が無効となったのです。
この事項は本当のところ法的にどうなるのでしょうか。

A.504
　実のところ、この件に関してはしばらく前に『カラ
ム』の中で正確な根拠をいくつか挙げて既に回答した。
この問題が再び浮上したゆえ、この問題に対して手短
に回答する。もしあなたがより詳しい根拠を知りたい
なら、4年前に出た『カラム』誌の当コラムを探して頂
きたい。要約すると、強制後見人であろうと、後見人は
子供を結婚させる際に子供の許可を得なければならな
い。つまり、子供の許可が最優先であり、もし子供が同
意していない場合、子供が不満を訴えたならば離婚さ
せなければならない。このような事態は使徒ムハンマ
ドの時代にも起こった。したがって、少女あるいは未
亡人には自分の好きな相手と誰とでも結婚する権利が
あることは明らかである。しかし、父と母から祝福を
受けるよう努めることが一番望ましい。なぜなら、普
通父と母は子供たちのためを思い、出自または彼らの
振る舞いや礼儀といった何れの観点からも彼らの将来
の安全が予測できる未来の伴侶を探すのに尽力するか
らだ。後見人は、子供の将来の安全性に関わる理由を
もとに進言することのできる保護者に過ぎない。
　シャリファは非アラブ人と同等ではなく、それが理
由で結婚してはならないかどうかに関してだが、これ
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は階級の存在を示しており、その階級は使徒ムハンマ
ドの時代から教友やタービイーン［教友の弟子］など
の時代に至るまで、イスラム教によって崩されたので
ある。使徒ムハンマドの時代には、クライシュ族が解
放奴隷出身のハブシ族と結婚したことがあった。こ
うした出来事があり、また非アラブ人とアラブ人の間
に優位性はなく、ただタクワー（忠実性）があるだけだ
とするハディースもある。したがって、コーランとハ
ディースを指針とした法に則れば、特にこの件には強
制もなく、婚姻を無効にする根拠は一切無いのである。
これに関するコーランの節やハディースについては既
に本誌に掲載しており、よって我々はこの事項を再度
繰り返す必要はないだろう。

Q.505（094-02）
　私の知人の一人が、離婚せずに10年以上も妻ととも
に暮らしてきましたが、最近になり愚かさと怒りに駆
られて以下のように宣言して妻と離婚しました。「俺
はお前を三回のタラーク［夫が妻に行う離婚宣言］を
以て離婚する」と一度に宣言したのです。その後二人
は共にそれを後悔し、復縁しようとしました。カディ
は、たとえ妻が妊娠していようともその三回によっ
て離婚は成立し、三回を一度に発した場合も成立す
る、という最終的な説明を行いました。そして、カディ
はより詳しく、「チナ・ブタ」の方法以外に二人がより
を戻し、再び共に暮らすことを可能にする方法はない、
という説明を行いました。男性の方は「チナ・ブタの男」
への支払いとして120ドルの出費をしなければなりま
せん。この件の当事者である男性は華語学校の給仕に
過ぎず、月給は65ドルしかありません。よって彼はそ
れ程多額のお金を集める力はなく、それどころかその
収入では通学している幼い５人の子供を抱える生計を
支えるにも充分ではありません。
　貴殿に以下のことをご説明願いたいと思います。
１）一度に宣言した回数によってタラークの回数は決
まりますか。２）このチナ・ブタという方法は実際にイ
スラムにおいて許されることなのでしょうか。３）三
回目のタラークの後にチナ・ブタを通じて自分の妻を
娶った人々は法的にどうなりますか。

A.505
　この問題は新たに議論されている問題ではない。こ
の事柄に関して多くの意見が出された結果、四つのグ
ループが生じた。１）三回のタラークを一度に宣言す
ることは法的に禁止されるビドアであり、イスラム教

における全てのビドアは否定され、違法とされる。彼
らが提示する著作はブハーリーとムスリム、そしてア
フマドが伝承するハディースであり、その中でアーイ
シャは次のように語っている。「我々の行いとは違う
行為を行った者は誰でも否定される」。このハディース
を規範として、彼らはそのタラークは三回でもなけれ
ば一回にもならないと見なしている。つまり、そのタ
ラークは全くの無効であると彼らは見なしているのだ。
２）三回のタラークは、既に交わった妻に対して下され
た場合は単に一回のタラークになるに過ぎないが、ま
だ交わっていない妻に対しての場合のみ、そのタラー
クは確かに三回のタラークとなる。彼らの根拠はアフ
マドが伝承したアブー・アルスフバがイブン・アッバー
スに語った、次のことを示すハディースである。すな
わち、三回のタラークを一度に宣言することは単に一
回のタラークに過ぎないと使徒ムハンマドは判断して
おり、カリフ・アブー・バクルの時代及びウマルの時代
も同様であった。しかし後にウマルは、まだ交わって
いない女性に対しては三回のタラークに当たるという
法的判断を下した。
３）交わっていようがいまいが、夫が妻に三回のタラー
クを一度に宣言することは確かに三回のタラークと
なる。彼らはいくつかのハディースの文言を挙げたが、
その中には信憑性の低い伝承経路が見られる（余白が
足りないため、ここではこれらのハディースは取り上
げない）。
４）上述三つのグループはこの四番目のグループに
よって否定されている。彼らは、それらのグループの
説明は全てそれ程信憑性が高くないため証拠にはな
らないし、特に三回のタラークを一度に宣言すること
は三回の回数に入らないことを示すアッラーの啓示や
真正ハディースに相反すると主張する。彼らはコーラ
ン「牝牛」の章第229節を証拠としている17）。この節は
タラークの方法を説明しており、それは続けて三回ま

17） 「女を離縁（してまた復縁できる）のは二回まで（同じ女に三回
正式の離婚宣言をしたらもはや復縁は許されない）。すなわち

（二回までは）、正当な手続きをふんでまた自分のもとに戻す
か、さもなければねんごろにいたわって自由の身にしてやるこ
とができる。以前に与えた物は、一つだに取り上げたりしては
ならない。尤も両名のものがアッラーの定め給うた掟を守って
行けそうもないと心配する場合には別だが。もしそういう心配
が起って、両人がとうていアッラーの掟を守って行けそうにな
い場合は、女の方で自分の身を贖い取っても（つまり、以前に
男が結婚の贈物として女に与えておいたものを、女の方から男
に返して、その代り自分を完全に自由な身にして貰っても）別
に両人の落度とはならない。これはアッラーの定め給うた掟。
汝らこれを決して踏み越してはならぬぞ。アッラーのこの掟を
踏み越えるような者は、不義なす徒であるぞ」（『コーラン（上）』

「牝牛」第229節、pp.55-56）。
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でで、そこで関係は切れると説明している。つまり、続
けざまに一気に宣言することはないのだ。このグルー
プはさらにいくつかのハディースを挙げている。それ
は、預言者ムハンマドの時代に、使徒ムハンマドはたと
え千回宣言しようと、それは一回のタラークにしかな
らないと判断した。三回のタラークを一度に宣言する
人々に対して使徒ムハンマドは強い怒りを覚えていた。
　要約すると、我々は以下のことが言えるだろう。す
なわち、歴史によれば使徒ムハンマドの時代、カリフ・
アブー・バクルの時代とカリフ・ウマルの二年間の統治
時代には、一度にタラークを三回あるいはそれ以上宣
言しても、それは一回のタラークに過ぎないと見なさ
れていた。しかしその後、その宣言を弄ぶ者が多かっ
たため、サイディーナ・ウマルはそれを三回のタラー
クになるという判断を下したのだ。
　そこで一つの疑問が生じる。使徒ムハンマドの時代
に起こり、次いでカリフ・アブー・バクルとそれに続く
人々によって受け継がれた法を、状況の変化を理由に
変えても許されるのだろうか？　サイディーナ・ウマ
ルは後になってタラークを三回宣言するとそれは三
回のタラークに数えられると判断を変えたが、それは
人々がタラークを弄ばないように、そして他の人々に
対する警告として示すためだった。これは彼のイジュ
ティハードである。しかし理解している人々はサイ
ディーナ・ウマルのイジュティハードに追従せず、彼
らは預言者ムハンマドのファトワを実践したのである。
よってサイディーナ・アリー・イブン・アビー・ターリブ、
イブン・マスード、そしてイブン・アッバースは預言者
ムハンマドが出したファトワ通りのファトワを出した
のである。さらに数人の教友たち、そして多くのター
ビイーンとタービアルタービイーン［タービイーンの
弟子］のウラマーらがこのファトワに従った。
　この件に関する我々の見解では、我々が調査し指針
とした文言から、タラークは一度に三回あるいはそれ
以上宣言しても、法的には一回のタラークに過ぎない。
なぜなら、そのタラークの方法は次のようにアッラー
によって示されているからだ。「離婚は二度まで。そ
の後は丁重な方法で復縁するか、あるいは良き方法で

（三回のタラークを以て）離縁せよ」。これはコーラン
「牝牛」の章第229節の中に記されている。
　チナ・ブタに関してだが、我々が以前述べたように、
チナ・ブタと結婚する（後に三回のタラークを以て離婚
することを意図して女性と結婚する）ことはアッラー
とアッラーの使徒ムハンマドに呪われる。それはアフ

マドとナサーイの伝承による真正ハディースの中で次
のように述べられている。「『借りた山羊について教え
てほしいか』［と神の御使いが聞くと］教友たちは『教
えてほしいです、神の御使いよ』と答えた。神の御使い
は『それはムハリル（チナ・ブタ─編集部註）である。
アッラーはムハリルおよびムハリルを許したものを呪
われる』」。サイディーナ・ウマルは次のように述べて
いる。「もし私の前にムハリルを連れて来たなら、その
ムハリルを許さない。アブドゥッラー・イブン・ウマル
も同じ考えであり、必ずや私はムハリルが姦通を行っ
ていると判断する（見なす）だろう」。
　預言者ムハンマドの他の教友らもムハリルとの結婚
を法的に違反であると見なしており、ムハリルとその
夫婦は呪いを受けるのだ。

Q.506（094-03）
　私は関節が弱る病気を患っております。私は断食
月の初めに断食を試みましたが、それを行う力がなく、
医師は私がもし断食を続けたら健康を害する恐れがあ
り、さらに私の病気が重くなると言って、私が断食を
行うことを禁じました。ゆえに私は村のルバイに尋ね
たところ、彼らは断食をする義務はないがフィドヤを
払わねばならないと言いました。私はどのような方法
でフィドヤを払うべきでしょうか。

A.506
　無論あなたも誰が断食を免除されるかに関する法を
ご存知だろう。それは妊婦、授乳中の女性、非常に年老
いた者、病人などである。これらの人々には断食が課
されてはいないが、彼らは貧者たちに食べ物を施すこ
とでフィドヤを払う必要がある。このことはイブン・
アッバースが伝えるハディースの中で、やり残した一
日一日の断食は貧者に食べ物を施すことで償わなけれ
ばならない、と述べられている。施す食べ物が調理済
みあるいは調理前のものであるべきかについての宗教
上の定めはないが、それが一日の食事に足る分である
ことがさらに望ましいとされている。（家を持たない
貧者には）調理済みのものを施すことができるし、あ
るいは（家がある貧者には）調理前のものを施すこと
ができる。また日ごとに施すか、あるいは数人の貧者
に数日分の食料をまとめて施してもよい。

第95号  ［Qalam 1958.6: 6-7］
Q.507（095-01）
　人は常々ダルル・イスラム［インドネシアにおける
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イスラム国家樹立を目指した運動］を悪人であり、よ
く混乱を引き起こし、様々な宗教の信者がいるインド
ネシアの全域でイスラム国家の樹立をしようとしてい
ると言います。人に我々の宗教を信仰するよう強制す
ることは許されますか。私が最後にこの質問をしたの
は、ダルル・イスラム軍は宗教を信仰する人々を捕らえ、
イスラム教を信仰するよう強制していると言って騒い
でいる人がいるからです。

A.507
　ダルル・イスラム軍を悪人と言う人々は彼らの敵で
ある。一方その人たちの見解による善人とは、ダルル・
イスラムの中で闘っている信徒だろうが単にイスラム
の政治理念を持つ信徒だろうが、多くのムスリムを銃
撃するインドネシア軍のことである。アッラーのおこ
とお言葉を守るために戦うイスラム軍兵士は悪人なの
だろうか。インドネシアでは大半の人々がイスラム教
徒であるが、それを考えるとインドネシアのイスラム
教徒にとってアッラーの法を以て裁定を下すことは義
務である。なぜなら、もし彼らがアッラーの法を以て
裁きを下さなければ、彼らは不義で邪悪で不信の徒に
なるからである。それゆえに彼らはアッラーのカリマ
を守り、イスラム国家を樹立することが義務付けられ
ているのである。イスラム国家を樹立することによっ
てのみアッラーの法を実施することができるからだ。
質問が多過ぎると我々は答えるのに難儀するゆえ、そ
うならないようにして頂きたい。社会の中でいつも生
じる宗教上の質問は他よりも優先される。よってそれ
は質問して頂きたい！！
　人々にイスラム教を信仰するよう強制することにつ
いて、それと戦闘の性質を同一化してはならない。強
制は存在しないと我々は確信している。これは単にプ
ロパガンダに過ぎない。すなわち、スカルノが率いる
共産主義者たちによるイスラム教徒を侮辱するための
プロパガンダなのである。しかし、とりわけ現在行わ
れている戦闘において逆さに足を吊るされたり、様々
な拷問によって苦しめられたりした人がいるなど、イ
スラム教徒に対する虐待を自分で耳にするだろうか。
非イスラム教徒に対してイスラム教を信仰するよう強
制したという中傷は、とりわけインドネシアにおいて
イスラム教徒の敵がイスラム教徒に向けて放映した古
い「映画」に出てくるものである。インドネシアで出さ
れたプロパガンダは、単に一方の側からのものだけだ
からだ。これこそが我々が知るべき情報なのである。

Q.508（095-02）
　もしイマームが礼拝の先導役になった時に礼拝を止
めた場合、マクムム［集団礼拝でイマームに続いて礼
拝を行う人］はどのようにイマームの地位を交替、つ
まり次のイマームを務めればよいでしょうか。イマー
ムの不在ゆえにマクムムはその中止に従うべきでしょ
うか、あるいはそうではないのでしょうか。

A.508
　この問題に関しては、より詳細な議論が得られるよ
う、イマーム、マクムム、マスブ［集団礼拝の始まりに
遅れ、初めのラカートを行っていない人］に関する礼
拝の指南書を読むことを我々はお勧めする。その本は
アルウスタズ・アフマド・ソンハジの著作で、カラムか
ら出版されている。価格は1ドル20セントで、表紙が
赤と青色をしている。その中でこの事項に関するイ
マーム・アルシャーフィイーの解釈を得ることができ
るだろう。

Q.509（095-03）
　“Aku” ［僕、俺］という言葉は粗野な言い方であるの
に、なぜニカー［婚姻契約］を声に出して唱える際にこ
の言葉が使われるのでしょうか。またもしニカーを唱
える時にそれを“saya”［私］という言葉に置き換えたら、
そのニカーは有効ですか、あるいは違いますか。

A.509
　“Aku”と“saya”は名前の代名詞として同義であり、
よってどちらを使っても有効である。粗野か礼儀正し
いかということは、ニカーが有効かどうかには関係が
ない。

Q.510（095-04）
　数日前にアフマド・フサイン大佐、ダーラン・ジャム
ビック、ブルハヌディン・ハラハップ、ムハンマド・ナ
シルなどといった人々から成る革命政府の閣僚らがス
ラウェシに行くためにシンガポールに滞在していると
いうニュースが報道されました。彼らは本当にシンガ
ポールに滞在しているのでしょうか。もしそれが事実
でないなら、そのようなニュースが報じられた目的は
何でしょうか。

A.510
　彼らのシンガポール到着のニュースは動揺を引き起
こし、結果いくつかの疑問が生じた。結局警察は、彼ら
がシンガポールに滞在しているとは承知していないと
強く表明した。シンガポールを経由してスラウェシに
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行こうとしていると非難されている彼らは現在も引き
続きインドネシア国民、とりわけイスラム教徒を指導
しているということがわかれば、最終的にこの報道が
単なる虚偽であることが判明するだろう。アフマド・
フサイン大佐はクリンチ、ブルハヌディン・ハラハッ
プはバトゥ・サンカルで、ダーラン・ジャムビックとサ
ファルディンはラリン・グヌン・ブラピ地域で、そして
ムハンマド・ナシルはマニンジャウにおいてである。
　我々の見解では、このニュースが広められたのには

（中央にいる）彼らの敵グループの特定の狙いがある
と考える。つまり、インドネシア共和国革命政府の追
従者たちに対しシンガポール政府が厳しい対応を取る
よう中央政府が強く要求するためである。こうしたあ
る一派を侮辱するニュースを作り上げるという手法は、
敵を改心させるための共産主義者の手法である。すな
わち騒動を引き起こし、その騒動の中で将来的に得ら
れる利益を模索するのだ。騒動を引き起こすため、彼
らは現在こうした「政治ゲーム」をマレー半島に持ち
込んだのである。そしてこの騒動の中で彼らは敵が拠
点を築くことを阻止するために、政府に対し評議会で
質疑が行われるよう一部の利用できる人々を利用した
のである。そして彼らに利用された人々の大半は、お
そらく彼らと共通理解を持つ人々か、あるいは彼ら自
身の「友人たち」だろう。
　「なぜ汝らはアッラーの道のため（アッラーの御た
め）に、そして力の弱い男や女や子供たちを解放する
ために戦おうとしないのか。みなが祈り叫んでいるで
はないか。『おお、我が神よ！この不義の徒ばかりの
町から私たちを連れ出し給え』」（コーラン「女」の章第
75節）18）。

第96号  ［Qalam 1958.7: 14-16］
Q.511（096-01）
　イスラムにおける民主主義についてご説明頂きたい
と思います。私がこれについて質問するのは、二つの
異なる見解を見つけたからです。イスマイル・ムハン
マド氏の著書『政治解説（Suluh Politik）』という本の
中では、「イスラム政府は民主主義に基づくものでは
ない。なぜなら、民主主義は法体系のようなもので、そ

の行政権は国民が握っているからだ」と述べられてい
ます。もう一つの見解ですが、私は最近それを『イス
ラムの声（Suara Islam）』第５号に掲載された、「イス
ラムと政治」と題するジョハリ・アフマド氏の記事の
中で読みました。その中で、イスラム、政治、民主主義
の三者は互いに繫がっており、分けることはできない、
と明言されていました。よって我々はこの二つの立場
どちらを指針とすべきでしょうか。

A.511
　我々はあなたのおっしゃる二つの記事をまだ読んで
いないので、ここではイスラムにおいて採用とされる
方法は何かについてしか解説できない。イスラムの原
則は民主主義ではなく、また独裁制でもない。イスラ
ムではアッラーの次のような啓示を指針として、合議
に基づき行政を行う。「諸事にわたり、彼らと合議（話
し合い）なさい。そしてあなた方が（合議の上での決定
を）一旦決意したならば、あなた方はアッラーを信頼
しなさい」。
　イスラムにおける合議は、民主主義のように50％よ
り１票多く投票された際の多数派の意見が採用される
といった、多数決に左右されるわけではない。合議と
いうイスラムの原則はより重要な利益のためである。
イスラムにおける候補者は自ら立候補することは許さ
れず、民衆から指名されなければならない。一方、民主
主義においては自らの意思で立候補することができる。
　あなたがこの事柄に関する研究について、より明確
に理解できるよう、我々はアブドゥル・カハル・ムザッ
カール教授の講演を詳しく見るよう勧める。それは

『イスラムの同胞関係』と題してカラムより出版され
ており、一冊60セン、またムスリム同胞団員には20セ
ンで販売されている。そこでこの件についてより明確
な説明を得ることができるだろう。

Q.512（096-02）
　イスラム教徒を自認しているのに、信仰告白を唱え
ることを知らず、また全てのイスラムの五行を理解せ
ず、アッラーの命令も行わない人がいます。その人は
異教徒なのでしょうか、イスラム教徒なのでしょうか。
また彼らは法的にどうなるでしょうか。

A.512
　二つの信仰告白の言葉を唱えた者は、法的にイスラ
ム教徒となる。その者がイスラム教徒になったならば、
おのずとその者は入信したことになり、イスラムの規
律に従わなければならない。イスラム教では信者の

18） 「これ、汝ら、何ゆえアッラーの御為めに、またあの力弱い男や
女や子供たちのために戦おうとしないのか。みんなああして訴
えておるではないか、『神様、どうぞ私どもをこの市から連れ
出し給え。ここの住民は不義なす徒ばかりでございます。どう
ぞ貴方様の側から私どもに誰か保護者をお立て下さい。どうぞ
貴方様の側から私どもに誰か助け手をお立てください』と」 

（『コーラン（上）』「女」第75節、pp.122-123）。
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イスラム性を検証する必要はなく、もしその者がアッ
ラーの命令を行わなければ、無論罪を負うことになる。
もしその人物が新たにイスラム教に入信し、イスラム
化されたばかりなのであれば、その者がイスラム教徒
になった後は良きイスラム教徒になるよう教えるこ
とがイスラム教徒の責任となる。その者はイスラム教
徒としての義務を教えられるべきであり、タウヒード

［神の唯一性］の知識、礼拝、断食、ザカートと巡礼の法
を教授されるべきである。もしその者が放置された場
合、その者が罪を負う以外に、その者を取り巻く社会
もまたその行為に対し責任を負うことになる。しかし、
もしその者が既に指導を受け、その指導に反した場合、
その罪は本人に降りかかる。

Q.513（096-03）
　私は1958年の4月と5月発刊のカラムに掲載された
キヤイ・ムハンマド・ハスビ・アッシディキの講演録を
読みました。その中で、礼拝で平伏礼をする時、いかな
る望みを神に祈願しても許されると述べられていま
した。よって私は以下のことを質問したいと思います。
我々は平伏礼の時に、「我が神よ、全ての災いを除けた
まえ」などといった言葉をマレー語で祈願することは
許されますか。その祈願は義務の礼拝の時に許される
のでしょうか。あるいはスンナの礼拝の時だけですか、
またはハジャットの礼拝［願いが神に許され、祝福さ
れることを祈る礼拝］の時だけですか。

A.513
　キヤイ・ムハンマド・ハスビの講演では、平伏礼の時
の祈願に関して明確な説明がされており、平伏礼の時
こそ神に祈願する最も良き場であるとしている。礼拝
では使徒ムハンマドによって示されたアラビア語以外
を使用してはならないため、そしてそれはイバーダー
トの一つであり、全てのイバーダートは唯一使徒ムハ
ンマドが行った通りに行わねばならないため、我々は
使徒ムハンマドによって教えられたいかなることにも
従わなければならないのである。我々が間違っていな
ければ、使徒ムハンマドは平伏礼の際に12種類もの祈
りを唱えた。その言葉に関しては『使徒のイバーダー
ト 』という著作の中で研究することができるだろう。
そこでは使徒ムハンマドが唱えたいくつかの祈りが記
されており、その一つはあなたが言及した通りである。
　祈りが神に認められるよう、それをアラビア語で唱
え、その意味を誠実に心に留めなさい。あなたが一層
慎んで礼拝を行えるよう、その意味を理解しながら

コーラン「開端」の章を読誦するように祈りなさい。こ
の事柄は義務の礼拝の時に行ってもよく、さらにはス
ンナの礼拝の時でもよい。これは使徒ムハンマドが
行ったことである。

Q.514（096-04）
　女性たちの一部には、彼女たちにとって苦痛となっ
ている離婚の多くは、イスラム法が女性の権利を厳格
に守っていないことが原因であると見なす者がいます。
これは正しいでしょうか。

A.514
　それは正しくない！ イスラム教は結婚において女
性に大きな権利を与えている。その権利が行使されな
い理由は、女性たち自身がその権利を知らず、両親も
またその権利を守らないからである。結婚とは一つの
契約であり、その中で条件が付されなければ、夫だけ
に一定の権利がある。しかし、もし両親と女性が婚姻
の際に条件を付したならば、双方が同意した場合、タ
ラークの権利は夫自身が握ることができる。他にも多
くの権利がある。この問題に関しては既に本誌の中で
多く書かれている。もしあなたがカラム誌の第3号か
ら8号までの、ウンム・ムフシンによる「女性の権利と
自由」に関する記事を読めば、女性の権利に関する明
確な説明を得ることができるだろう。もし我々を取り
巻く現状がそうでないとしたら、宗教を責めるのでは
なく、それを実行しない者を責めるべきである。その
権利を守り、また学校で真のイスラム教育が行われる
ように！

第97号  ［Qalam 1958.8: 37-40］
Q.515（097-01）
　私はニサーブ［ザカートが課される最低余剰財産］相
当の商業税あるいは物品税を毎年政府に支払う義務を
負っています。よってこれを私の商売品に課された義
務のザカートの支払いにするつもりでいますが、これ
はイスラム法的に合法でしょうか、あるいは違いますか。

A.515
　政府の税とザカートとでは状況が異なる。ザカート
は神によってその支払い方法あるいは徴収方法が定め
られている。その分配方法も同様である。一方、政府
の税は人間が作ったもので、その支払いあるいは徴収
方法は異なる。その分配方法も同様である。それゆえ、
政府に対する税の支払いはザカートの支払いとして考
えることはできない。あなたは政府の税以外にザカー
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トの支払いもしなければならないのだ。

Q.516（097-02）
　ジャワ島の二大都市で共産主義者が市長に任命され
たというのは本当ですか。また、ジャワ島の民衆は共
産主義者たちに対してどのような見た方をしているの
でしょうか。

A.516
　本当である！ その内の一つはスラバヤで、もう一つ
はスマランである。ジャワにおける共産主義の興隆が
拡大したのは、インドネシアと中国及びモスクワの共
産主義者との間に外交関係が築かれた時であった。こ
れを行った強力な支持者はナフダトゥル・ウラマーで
あり、マシュミ党はこれを拒んだ。こうした関係構築
の結果、ジャカルタで二つの大使館が開設された。そ
れは中国とロシアの大使館である。この大使館の存
在により、インドネシア共産党は屋台骨を得ることに
なった。つまり、彼らが行動するための費用を大使館
から得ることができたのである。これにより彼らは活
動が容易になった。宗教をあまり理解していない愚か
な一般の人々や、さらにはお金のために、以前は宗教
を理解していた人々までもが巻き込まれていった。
　確かにジャワでの暮らしは困窮しており、それゆえ
共産主義者の力がますます強くなっていった。スカル
ノが共産主義者の支持を必要としていたために、この
事態はますます進行した。最終的に彼らは、自分たち
が望んだあらゆることを一層自由に行えるようになっ
たのである。これこそがジャワにおいて多くの人々が
共産主義支持者となった原因である。生活に苦しむ
人々は非常に簡単に影響を受けた。イスラム教徒たち
が彼らと対峙することは難しかった。なぜなら、イス
ラム教徒自身は活動するための資金力を持っていな
かったからである。一方この間、彼らの多くは、指導者
すらも自分たちの地位を求め、自身の利益のために励
んでいるのである。

Q.517（097-03）
　我々はイスラム教が慈悲深いことを知っていますが、
なぜイスラムでは奴隷を容認しているのでしょうか。

A.517
　もしあなたがイスラム到来以前とイスラム到来以後
の歴史を読んだならば、イスラム到来以前の社会状況
下では、買い取られた奴隷たちに対し激しい暴行が加
えられていたことが分かるだろう。彼らは奴隷たちを

価値のない動物として見なし、それを行っていたので
ある。イスラム到来後、イスラムは次のことを実施し
た。すなわち、全ての奴隷（買い取られた奴隷）に対し
て己を守るのと同じように彼らを守り、そして彼らを
愛し慈しみ、我々が着ているような服を与え、己の友
人や家族を守るように彼らを守ったのである。
　社会の奴隷制が消滅するよう、イスラム教は全ての
イスラム教徒に対し奴隷となった人々を解放するよう
奨励している。預言者ムハンマドの時代及び教友らの
時代のイスラム教徒たちは、多神教徒たちから奴隷を
買い取り、それと同時に彼らを解放したのである。そ
の時存在した奴隷制は昔（使徒ムハンマドの時代と教
友らの時代）の戦争の際に起こった。一方、既に数千年
も後の我々の時代にはもはやそうした事態はない。
　ここは、どのように預言者ムハンマドの教友らが奴
隷自身の権利を尊重していたかについての伝承を書く
場ではない。サイディーナ・ウマルは奴隷と順番で乗
り物に乗り、結果あの方が目的地に到着した時たまた
まカリフであるウマルが歩く順番に当たり、奴隷が乗
り物の上に乗っていた。結果それを見た人々が驚いた
という事があった。この僅かな説明を以て、イスラム
が慈悲深い教えかどうか、そしてイスラムが奴隷と主
人、あるいは既に解放された元奴隷とその主人との間
に亀裂が生じるよう努め、奨励するといったようなこ
とをしないかどうかは明らかだろう。
　アルイマーム・ガザーリーは『アルイフヤー』の中で
次のように述べている。「奴隷を所有することに関し
てだが、奴隷は日々の付き合い（muʿāsharah）において
守られるべきいくつかの権利を有することが望まし
い。使徒ムハンマドは遺言の最後に次のように記して
いる。「アッラーに忠誠を尽くすつもりで、あなたの奴
隷に対しなさい。彼らに自分が食べている食事を与え
なさい。そして彼らに自分が着ている服を与えなさい。
その奴隷のことをまだ好いているなら、その者を世話
しなさい。そしてもしその者を嫌っているなら、他の
者に売りなさい。アッラーの僕を虐待してはならぬ！
アッラーはあなたが奴隷を所有することをお許しに
なったが、もし神が御望みならば、他人の所有にさせ
ることだってできるのだ」。
　これにより明らかなことは、神は奴隷の存在をお許
しになったが、それは奴隷（人の所有下に置かれてい
る人）を虐待してもいいという意味ではなく、彼らに
自分と同じ暮らしをさせなければならない、というこ
とである。そして人にとって莫大な報酬となるのは、
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奴隷たちを解放し独立させることである。

Q.518（097-04）
　ある人物が妻に対して、「俺はお前と三回のタラー
クを以て離婚する」、あるいは“Anti talāqun thulātha”
という言い方でタラークを宣言しました。そのタラー
クは法的にどうなりますか。これは一回に数えられま
すか。あるいは三回ですか。

A.518
　使徒ムハンマドは次のようにおっしゃった。「イブ
ン・アッバースは伝えている。ある集会でルカーナは
妻に三回のタラークを通告したことがあったが、後に
彼はひどく悲しんだ。そこで神の御使いは彼に『そな
たは彼女にどのようにタラークを申し渡したのだ？』
とお尋ねになった。彼は『三回のタラークを申し渡し
ました』と答えた。そこで神の御使いは『一つの集会に
おいてか？』とお尋ねになると、彼は『はい！』と答え
た。すると神の御使いは『それならば、それは一回（と
なる）に過ぎない。よってもしそなたが望むなら、そな
たの妻を再び娶りなさい』とおっしゃった。ルカーナ
は『では私は妻と復縁します』と言った」（アフマドと
アブー・ユラーの伝承による真正ハディース）。
　もう一つ挙げる。「マムード・イブン・ラビードは伝
えている。ある人が神の御使いに、妻に三回のタラー
クを一度に宣言した者について報告した。すると神の
御使いは怒って立ち上がり、『私がまだそなたたちと
ともに生きているにもかかわらず、その者はアッラー
の啓典を弄ぶつもりなのか』とおっしゃった。そこで
一人が立ち上がり、『神の御使いよ、その者を殺しても
いいでしょうか』と尋ねた」（アルナサーイーの伝承に
よる真正ハディース）。
　イクリマは伝えている。「あなたは三回のタラーク
を一度に宣言したならば、それは一回となる（に過ぎ
ない）」（アブー・ダウードの伝承による真正ハディース）。
　以上三つのハディースから明らかなことは、三回の
タラークを一度に宣言することは法的に一回のタラー
クに過ぎず、夫は妻と復縁することが許されるという
ことである。この法は使徒ムハンマドの時代に実施さ
れ、カリフ・アブー・バクルの時代にも実施され、また
その後カリフ・イブン・アルハッターブの時代、彼の統
治下の二年間に及び実施された。カリフ・ウマルはそ
の後三回のタラークを一度に宣言することは三回の
タラークに当たると判断した。どのようにしてサイ
ディーナ・ウマルがイジュティハードとしてこの法を

変えたのかは不明である。また、婚姻契約金に関する
法的判断を下した際にある女性に非難された結果、彼
が公衆の前で言及した時のように、彼の措置を批判す
る教友らがいたとする文言もない。
　しかし、その法を定める権利があるのはアッラーと
その使徒ムハンマドであるゆえ、アッラーの使徒ムハ
ンマドが下し、カリフ・アブー・バクルと、同様にカリ
フ・ウマルの統治下の二年間に及び実施された法的判
断を規範とする方がより重要である。なぜなら、もし
一つ一つの法の原則を状況の変化に伴い後に変えるこ
とができるならば、当然定められた全ての法が状況の
変化によって変わってしまうからだ。それゆえに、使
徒ムハンマドの法的判断、すなわち三回のタラークを
一度に宣言しても法的には一回のタラークに過ぎず、
復縁することが許されるという判断を規範とすること
がより重要である。

Q.519（097-05）
　使徒ムハンマドにハラルとされたダッブ（オオトカ
ゲ）は、現在我々のここマラヤに生息するダッブと同
じですか。

A.519
　『ハヤート・アルハヤワーン・アルクブラー』の本の中
に、そのオオトカゲの性質、好物、生態について詳細に
述べられている。その好み、好物や事柄は我々のこの
地に生息しているオオトカゲと違いはない。あなたは

『ハヤート・アルハヤワーン・アルクブラー』の本の中で
その事柄を調べることができるだろう。そこで明確に
述べられている性質は、我々の見解ではこの地に生息
するものと少しも変わりはない。もしあなたがそれを
食べるのが好きならば、その法的なイジュマーによれ
ばハラルであり、もしあなたがそれを食べたくなけれ
ば、それを食べるよう強いる者はいない。なぜなら、問
題となるのは法的判断であり、食すことではないから
だ。これは各々の食欲次第である。

Q.520（097-06）
　もし国が連邦 Federation政府になったならば、ブミ
プトラ［「土地の子」、土着民］国民の生活発展の状態は
どうなりますか。彼らの生活状態は植民地koloniの立
場にある国の生活より良くなりますか、あるいは違い
ますか。

A.520
　Federationとは連邦国家を意味し、そこでは公に関
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する事柄の行政が統一され、その税収は状況に応じて
それぞれの国に分配される。一方koloni、すなわち植
民地は植民地支配者の手に行政権が握られている。植
民地だろうが連邦政府だろうか全くの独立国家だろう
が、国民の繁栄はその政府の良い行政から利益を得る
ための国民自身の真剣さにかかっている。もしその行
政が素晴らしく、良い体制が整っているならば国民は
繁栄するが、もしその行政が良くなければ、たとえ独
立した自らの国家であっても国民は苦しむことになる
だろう。それゆえに、行政における専門家がまだいな
い国にとっては、まずはその専門家となるように人々
を訓練する必要がある。なぜなら、もし業務が専門家
によって行われなければ国家の破壊を見ることにな
るからだ。独立した国家を見るといい。専門家でない
人々によって行政が行われれば国民は苦しみ、「指導
者」のみが豊かな生活を送ることになる。その結果、最
終的に国民は独立後よりも植民地支配下にあった時の
方がより楽だったと感じるのである。なぜなら独立を
享受しているのは一握りの人間だけであり、一方で一
般国民は苦しんでいるからだ。
　したがって、あなたに対する回答は以下の通りであ
る。国民の生活の繁栄は行政上の地位にあるのでは
なく、行政能力にある。その技能に熟達していれば、国
民の生活は快適になることを意味する。もし国の行政
を専門家でない者が行えば、国民は苦しむことになる
のだ。

第98号  ［Qalam 1958.9: 38-41］
Q.521（098-01）
　近頃ペナン島のマドラサ［イスラム教神学校］・アル
＝マシュフール・アル＝イスラミッヤーは、学生たち
の寄宿舎を建設するため、社会くじの収益金を要請し
ました。つまり、そのくじの収益金は宗教の発展のた
めに使われたことになります。この件に関して貴殿の
ご意見はいかがでしょうか。

A.521
　その宝くじは法的に禁止である。宝くじを販売する
のも、宝くじを買うのも両方とも禁止である。この件
に関しては既に本誌のこのコラムの中で詳細に記述し
た。この宝くじに関しハラルと判断するウラマーは誰
一人としていないだろう。しかし、政府が提案する宝
くじから得た収益金に関しては、多くのウラマーがそ
れを受け取るべきだとしている。それは政府から得た
収益金（政府支援）と同じであり、その中には禁止とさ

れる物から徴収した税金が含まれる。この他にも彼ら
は次のように考えている。もしイスラム教徒たちがこ
の収益金を拒否すれば、それを他の宗教あるいは他の
集団が手に入れることになり、彼らの立場を強化にす
ることを意味する。他の集団にその資金が渡るくらい
ならば、社会の運営と発展のために我々がそれを手に
入れることが第一である。
　これは一般的な事柄であり、食したならば血肉とな
る食料品などといった特別な事項ではない。それを他
の集団に奪われないように、それを獲得する機会を得
るべきだと我々は考える。

Q.522（098-02）
　イスラムの幕開けの歴史を読むと、イスラムの教え
を受け入れた若者たちが尋常でない激しい拷問をたと
え受けたとしても、彼らの心が折れることはありませ
んでした。同様に、アビー・ワッカースが行った中国や、
またここマラヤといったイスラム教の全世界への拡大
の歴史見ると、その拡大が実に早く進展していったこ
とが分かります。しかし、現在イスラム教徒は多いの
に、なぜイスラムの拡大は昔の人々が成したように急
速ではなく、またイスラム教徒は昔の教友らの時代の
ような信仰心を持ち合わせていないのでしょうか。

A.522
　イスラムの布教、あるいはイスラムの教えが、それ
を受容した人間の精神に強く植え付けられていない
主な理由の一つとして、それを授ける、また受容する
精神の誠実性と清浄性に左右されることが挙げられる。
授ける人間と受け入れる人間の精神に関係があること
は確かだろう。もし清らかな精神があれば、無論全て
の事柄を誠実に実行するだろう。血の状態が清浄でな
い人々、すなわち他人の権利を浸食し、出処が不浄な
食べ物を食す人々は、この清らかな精神を身につける
ことができない。
　預言者ムハンマドの教友らはこうした事項を遵守し
た。ある日、カリフのアブー・バクルの召使いが一包み
の食べ物を持ち帰った。いつもであればアブー・バク
ルは先にその食べ物について召使いに尋ねるのであっ
たが、非常に空腹であったためにあの方は尋ねること
なく、すぐにそれを食した。しかし召使いはなぜ先に
その食べ物について尋ねないのかと注意を促した。そ
の食べ物を食す権利が自分にはないことを知ると、ア
ブー・バクルは急いで喉を突つき、食べた物を吐き出
そうとした。しかし、その努力の甲斐もむなしく、そ
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れを吐き出すことができなかった。最終的にあの方は
大量の水を飲むよう人から助言を受けた。そしてこの
助言が実行行に移されると、あの方は吐くことができ、
初めてあの方の心は落ち着いたのである。血の清浄性
を守る教友らの伝承は数多くある。なぜなら、その人
物に許されていない食べ物を食せば、それは血肉とな
り、そうなればどこに精神の清らかさが存在するとい
うのか。
　現在の我々の状態を注視すれば、なぜある人物の布
教あるいは教えが聴衆に強い影響を及ぼすことがない
のか、またイスラムの殉教者たちが築き上げた精神を
100％はおろか10％さえ心に宿すことが難しくなって
いるのか、ということを考えることができる。

Q.523（098-03）
　近頃、マラヤ連邦の警察帽に印やシンボルとして
アッラーと預言者ムハンマドの御言葉が使用されてい
ることに関するウラマーらの見解について新聞で騒が
れています。彼らの一部はそれを良しとし、一部はそ
の見解に異議を唱え、アッラーと使徒ムハンマドの文
言を使用しないよう求めています。これについて貴殿
のご意見はいかがでしょうか。

A.523
　この一つの事項の中には二つの対が存在する。一つ
は敬うため、一つは軽蔑するため、つまり高めるため
と低めるためである。もしアッラーと使徒ムハンマド
の言葉を敬うために作られたならば、その敬うという
目的を禁じる権利は我々にはない。例えば、アッラー
や使徒ムハンマドと記されたお守りを身につけている
何人かの異教徒たち、あるいは尊敬の念をもってどこ
かの良き場所に参拝した何人かの異教徒たちに対して、
我々は何もしてはならない。しかし、もし彼らの行為
が侮蔑することを目的としていた場合、その侮蔑がイ
スラム政府の存在しない場所で起こったなら我々イス
ラム教徒は何もできないが、もしそれがここマラヤの
ような国で起こったならば、我々はその侮辱を阻止す
る努力をすべきである。この説明により、一つの事態
を引き起こし得る二つのあり方があることが今明らか
となっただろう。
　では、着用されている警察のバッジに注目してみよ
う。それは高貴なる箇所、すなわち頭に使われている。
これは素晴らしいことだが、非イスラム教徒たち、あ
るいはそれを敬うことを知らないイスラム教徒たちに
よってトイレに持ち込まれるといったような侮辱行為

からそれを守ることを保証するには我々はどうしたら
いいだろうか。イスラム法では、利益を得ることより
不利益を避けることの方が優先されるべきだと定め
られている。それゆえ、アッラーの文言への嘲笑にな
り得ると概ね見なすことができる災いとは何なのかを、
我々はまず先に見るべきである。彼らはイスラム教徒
たちが容認できない行動を取っていると見なすこと
ができるだろうか。例えばある外来民族の警察官が上
述のバッジを伴ってそのままトイレに入り、その行動
を不快に感じるイスラム教徒たちによって止められた
という事態が起こったとする。当然この事態は望まし
くない。したがって、これを提案する人々はもう一度
その善し悪しを考えることが望ましい。いずれにせよ

（アッラーと預言者ムハンマドのお言葉をトイレに）
持ち込むという禁止事項に留意する必要があるからだ。
　アーナス・ビン・マーリクの伝える預言者ムハンマ
ドのハディースの中で次のように記されている。「神
の御使いは洗面所（トイレ）に入る時、指から指輪を
はずされた」（アブー・ダウード、アル＝ナサーイー、ア
ル＝ティルミディ、そしてアブー・マージャの伝承に
よるハディース）。歴史では、使徒ムハンマドの指輪に

「アッラーの使徒ムハンマド」と刻まれていたことが
明示されている。
　もし外に置き忘れ失くしてしまうことを恐れるなら
ば、そういった物をトイレに持ち込むことは法的にマ
クルーフ［禁止ではないが自粛すべき行為］に過ぎな
いという見解を持つウラマーが何人かいるとはいえ、
それを着けている人がその高貴さを認識していないと
したら、そうした行為はまったく好ましくないことは
明らかである。イスラム法に則れば、その良さに目を
向けるより先に、まずは抵触しない、あるいは悪事を
引き起こすことを避ける必要がある。このような全て
の行為が、後にアッラーの御言葉を弄ぶという違法行
為に含まれることがないよう願う。

Q.524（098-04）
　一部の地域で金曜礼拝に参列しない者は全員、法的
に罰金が課されるということが新聞でいつも報じられ
ています。しかし、「宗教（イスラム教）には強制があっ
てはならぬ」と記された一節があります。上述のよう
に強制することは法的にどうなるのでしょうか。

A.524
　宗教に強制がないというのは、人にイスラム教への
入信を強制してはならないことを我々に示す一節であ
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る。なぜなら、イスラム教の信仰は自ら進んで行うべ
きことだからだ。この節は非イスラム教徒に示された
ものであるが、イスラム教徒、あるいはイスラム教を
既に信仰している者は自ずとイスラムの規律上に置か
れる。彼らには礼拝の義務、金曜礼拝の義務が課され
ている。そして王（統治者）は、金曜礼拝を怠る者、そ
してイスラム教がその信者に対し求める定めに違反す
る者に対して要求する権利を持っている。各州が施行
する法は「えこひいき」されているだけである。すなわ
ち庶民にだけ法が実施され、一方王族あるいは地位の
高い人々に対しては施行されていないようなのだ。こ
れこそが、以前この法の制定が人々の反対にあった所
以である。

Q.525（098-05）
　どこの銀行だろうと、そこに預金したお金は、金貨、
銀貨、あるいは銅貨ではないという理由からザカート
の支払いが求められないとは本当ですか。

A.525
　昔、紙幣は存在しなかった。貨幣は唯一、金、銀、そ
して銅に基づき本来価値を備えていた。しかし現在
では人々が面倒を嫌い、後から紙幣を作ったのである。
一方、製造された各々の紙幣は金と銀で保証されてい
る。紙幣を発行する各政府系銀行はそれを金で保証
している。よって紙幣は金あるいは銀の代用品であり、
その保証された紙幣が現在我々の間で流通しているこ
とは明らかである。以上のことから、紙幣の性質が率
に応じて金あるいは銀と同じであることは明らかで
ある。したがって、紙幣であるがゆえにザカートを支
払う必要がないと、ザカートを帳消しにするための言
い逃れや複雑化を試みるべきではない。ニサーブを満
たした場合はそれを支払う義務があり、疑いの余地な
くザカートは課される。そしてそれを完遂しない者は
罪を負う。そしてもしイスラム政府が存在するならば、
それを支払おうとしない地域が存在した場合、そこと
戦うべきである。

Q.526（098-06）
　時刻が同じということで、大太鼓（グンダン・ラヤ）
が鳴るより先に礼拝を行った場合、その礼拝（時刻）は
有効ですか。

A.526
　礼拝は、行うべき時間内に行った場合にのみ有効で
ある。もしあなたが礼拝の時刻に入ったと確信したな

らば、礼拝を行えばよい。一方、大太鼓あるいはグン
ダン・ラヤは指針にはならない。なぜなら、我々は太鼓
が鳴っているのが聞こえず、既にその時刻に入ってし
まっていることが往々にしてあるからだ。こうした事
態は常々起こっており、特にスブー［夜明けの礼拝］の
時間帯に起こる。それゆえ、礼拝は太鼓に合わせるの
ではなく、時刻に合わせて行わねばならない。

Q.527（098-07）
　我々はどのようにして現世と来世で幸せになれる
人々を見分ける、あるいは識別することができるので
しょうか。それは多くの学問あるいは知識、または財
産があるという理由からでしょうか。

A.527
　現世と来世で幸せになれる人物を見分ける方法の一
つは、その人物が全ての努力、行い、そして勤めにおい
て十分に誠実であるかどうかを見ることである。その
人物が為す全ての行いは、単に誠実さだけを以て為す
のでは不十分であり、まずは知識を以て為さなければ
ならない。なぜなら、知識を伴わない行いは当然無駄
になるからだ。もし知識がなかったとしたら、その人
物は礼拝を誠実に行うことができるだろうか。その答
えは勿論否である。なぜなら、礼拝が習得した知識を
以てはじめてなされるように、為される全ての行いは
知識を伴わなければ完璧にならないからだ。そしてそ
の知識は、誠実に行うという方法だけでは成果をもた
らさず、敬虔な行いが必要である。敬虔な行いをし、そ
してアッラーの御ために自らの宗教に対し誠意を尽
くす者はコーラン「光り」の章第55節の中に記されて
いるアッラーの啓示の通り、幸福を手にする。それは
以下の通りである。「そしてアッラーは汝らの内、信じ
て敬虔な行いをする者に次のように約束し給うた。彼
らの先代の人々を地上の後継者とし給うたように、彼

（アッラー）は彼らを地上の後継者とし給うことを」19）。
　コーラン「女」の章第146節は次の通りである。「改
悛し、自らを改め、アッラーにすがり、そしてアッラー
の御ために自らの宗教に対し誠意を尽くす者は別で、

19） 「アッラーが約束して下さったぞ、お前たちのうち、信仰に入っ
て義しい行いにはげむ者は、必ず地上の継承者（前代の権力を
継承して世の主人となる者）としてやろうぞ、継承者を立てて
来た例にならって、と。そしてまた、そういう者どものために、
特にその嘉み給うた彼らの宗教をゆるぎない基礎の上に据
え、今まで散々怖い目に遇ってきたかわり、こんどこそ安心を
授けてやろうぞ、と。『あの者どもはわしを崇めておる。わしの
ほかに何ものをも拝んではおらぬ。』それでもなお信仰に背く
ような者があれば、それこそ、まことに罪深い人々」（『コーラ
ン（中）』「光り」第55節、p.199）。
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彼らはいつも信者と共にある。やがてアッラーは信者
に大きな報酬を与え給うであろう」20）。
　アッラーの使徒ムハンマドは次のようにおっしゃっ
た。「アッラーに対し（御ために）khalis（誠実）を尽く
す行い、またアッラーのご希望を追求する行いの他は、
アッラーはそれを受け入れ給わない」。
　誠実さは勤めの柱である。さらにそれは土台であり
魂である。その誠実さの中には勤めの目的が内包さ
れている。その中の知識は条件であり幹である。一方、
行いはその実りであり、枝である。誠実さが伴わない
全ての行いは、無論何も利するところがない。
　人の行いが誠実か否か、あなた自身見て取れるだろ
う。全ての行いと勤めを、知識を持って行い、ひたすら
誠実に実践するならば、それこそが現世と来世で幸せ
になれる人である。

第99号  ［Qalam 1958.10: 30-32］
Q.528（099-01）
　純粋なイスラム教の観点から、宝くじは法的にど
うなりますか。いつも宝くじの券を購入している人
が行っているのは、善行でしょうか、あるいは悪事で
しょうか。

A.528
　この宝くじに関する法的判断については既にこの
コラムの中で詳しく回答し、宝くじを販売し、またそ
れを購入することは禁じられていると明確に解説した。
神の禁じた行いの全ては極めて邪悪であり、問うまで
もない。この件に関して過去の我々の回答を詳しく見
て頂きたい。現在行われているように、社会くじの賞
金の一部を得ることに関しては、我々が既に論じたよ
うに、我々の立場を強化するために宝くじの収益金の
一部を受け取ることは許される。

Q.529（099-02）
　私はどれが正しく、どれが誤りなのかを出来る限り
深く知りたいと心から思っています。現在、一つ一つ
のイスラム教の問題に関してウラマーらの間に様々
な対立が生じている様子を、私は常々見たり聞いたり
しています。その理由は、この問題に関して両者の間
に見解の相違があり、それぞれが見解を出しているか

らです。一つのグループは、ずっと昔のウラマーとマ
ズハブ［法学派］、とりわけシャーフィイー学派の考え
に基づいており、ほんの僅かしかハディースとコーラ
ンに基づいていません。しかしもう一つのグループは、
ハディースとコーラン以外に、ほんの僅かでも他のも
のに基づくことはありません。
　そこで上記の説明から、これが法的にどうなるのか
ご説明願います。１）彼らは同じようにハディースと
コーランの内容と意図を理解しているのに、なぜ両者
の間にそうした対立が生じるのでしょうか。２）ある
ウラマーがイスラムの宗教上の事柄に関して、唯一ハ
ディースとコーランに基づいたものではない、すなわ
ちハディースとコーランに反する箇所があるファトワ
を出した場合、そのウラマーの権利は法的にどうなり
ますか。

A.529
　この質問に答えるにあたり、マズハブのイマームた
ちがいつも注意を促していることをここで述べておく
必要があるだろう。それは、彼らは一人の人間の性質
として誤ることもあるかもしれないとして、もし彼ら
の見解がアッラーの聖典と使徒ムハンマドのスンナに
反しているならば、彼らの見解を捨て、アッラーの聖
典と使徒ムハンマドのスンナを拠り所とせよ、と述べ
ているということだ。
　対立（見解の相違）が生じる理由の大半は、ハディー
スまたはコーランの不明瞭な部分の意味を解釈する
際に起きている。彼らは、あることについて説明が不
明瞭なコーランまたはハディースにもとづいてそれぞ
れの見解を出している。通常、もしコーランの中に明
確でない部分があった場合、ハディースの中に説明が
あるのだが、もしハディースの中にも説明がなければ、
教友らのイジュマーからそれを得ることができる。そ
してイバーダートの事項においてはキヤースが存在し
ない。キヤースが唯一許されるのは預言者ムハンマド
の時代に生じたことがない事象に対してである。よっ
てそれに対し法的判断を下す際は、昔の預言者ムハン
マドの時代状況に鑑みて、その状況にキヤースを加え
なければならないのだ。各々の法的判断はコーランと
ハディースにもとづかなければならず、もしコーラン
とハディースに反する法的判断を下したならば、それ
は罪である。従うべきはコーランとハディースにもと
づいた法的判断である。なぜなら、その中にこそ確然
たる法的判断が記されているからだ。

20） 「だがそれでも、改悛して、罪ほろぼしをし、アッラーにしっか
りとおすがり申し、ただアッラーのみを純一に信仰するよう
になれば、そういう者は信徒の真の仲間。必ずアッラーは信者
には大きな御褒美を下さろう」（『コーラン（上）』「女」第146節、
p.136）。
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Q.530（099-03）
　アブー・アル＝モフタールに質問を送りたい場合、
どこの住所に送ればいいですか。紛失したムスリム同
胞団のバッジの代わりを頼むことはできますか。カラ
ム誌に私たちの写真を掲載してもらうには、どんな条
件がありますか。

A.530
　１）以下の宛先に送って頂きたい。シンガポール、
ゲイラン・ロード358、カラム、アブー・モフタール宛。 
２）可能である。その条件は、30センを支払い、10セ
ンの切手を同封することである。友人と一緒の写真を
カラム誌に送ってほしい。神の御心のままに、有益だ
と判断されれば掲載されるだろう。

Q.531（099-04）
　イスラムにおける隣人の権利とは何でしょうか。私
がこれについて質問する理由は、パタニ、とりわけ私
の村のイスラム社会が極めて嘆かわしい状況にあると
考えるからです。イスラム法の観点からその法につい
てご説明願います。

A.531
　コーラン「女」の章第36節には以下のように記され
ている。「アッラーを崇めよ。他の何ものをもアッラー
と共に崇めてはならない。両親と縁者に優しくあれ。
そして孤児と貧者に、重要な隣人に、遠い隣人に、妻に、
旅人に、そして汝が所有する奴隷に対しても。まこと
にアッラーが傲慢不遜な者を愛し給うことはない」21）。
　 預言者ムハンマドは次のようにおっしゃった。

「アッラーと審判の日を信じると告白した者は誰でも、
隣人を傷つけてはならない。そしてアッラーと審判
の日を信じると告白した者は誰でも、常に良き言葉の
みを語るか、さもなければ沈黙を守りなさい」（ブハー
リーの伝承によるハディース）。
　「アッラーと審判の日を信じると告白した者は誰で
も、常に良き言葉のみを語るか、さもなければ沈黙を
守りなさい。アッラーと審判の日を信じると告白した
者は誰でも、常に隣人を敬いなさい。そしてアッラー
と審判の日を信じると告白した者は誰でも、変わらず
ḍayfnya（客人）を敬いなさい」（ブハーリーとムスリム

の伝承によるハディース）。
　「信者たちとは人々に信頼される人々である。ムス
リムとは、その舌から手に至るまで平和な人々である。
ムハージル［預言者ムハンマドと共にメディナに移住
した人々］とは悪事から立ち去った人々である。我が
身を委ねし神に誓って、邪悪から隣人たちを守ろう
としない僕は楽園に入ることができない」（アブー・ヤ
ラーの伝承）。
　（まだ他にも節があるが）上記に挙げたコーランの
一節と、三つのハディースは、いかに我々が隣人に対
し良き行いをするよう命じられているかを示している。
彼らを妨害することは明らかに禁じられている。
　隣人に含まれる人々とは、我々の近所に住む人々で
ある。隣人の中には、我々イスラム教徒、または異教徒、
あるいは奴隷、もしくはファシク［イスラム法が禁じ
た罪を犯した者］、友人、敵、あるいは国民、外国人、縁
者である者とそうでない者、家が近い者とそうでない
者がいる。隣人にもレベルがある。一つの権利（隣人
としての権利のみ）を有しているのは多神教徒の隣人
である。一方、二つの権利、すなわち隣人としての権利
及びイスラム教徒としての権利を有している者がいる。
また三つの権利、すなわち隣人、イスラム教徒、そし
て縁者としての権利を有している者もいる。彼らには
優しくしてあげなければならない。つまり、例えば贈
り物をする、挨拶をする、会った時に相手の表情を明
るくさせる、彼らの状況を調べる（研究する）、彼らが
必要としているならばどこででも精神的・物質的援助
をする、彼らを邪魔したり傷つけたりしない、などと
いったように、できる限りの善行という形でそれを表
すのである。イスラムは隣人の権利を非常に重視して
おり、イスラム教では隣人を裏切ることは大罪の一つ
と見なされる。我々は彼らに対し善行を施し、幸せを
届けなければならない。彼らに良き忠告と教えを授け、
心、舌、そして手足を以て、一生懸命彼らのために祈る
のである。もし彼らが亡くなれば支えることが我々の
義務であり、同様に困っている時には彼らの背負って
いる困難の軽減のために尽力する義務が我々にはある。
　ある人物の、隣人に対する義務に関する問いに対し、
使徒ムハンマドは次のようにお答えになった。「もし
その者（あなたの隣人）があなたに助けを求めたなら
ば、その者を助けなさい。もしその者が病気、または貧
困に陥っていたならば、その者を助けなさい。もしそ
の者に何かいい事があった時は祝いの言葉を述べ（祝
福し）なさい。もしその者が災難に遭った時は慰めて

21） 「アッラーに仕えまつれ。他の何者をもともに崇めてはならぬ
ぞ。両親にはやさしくしてやれよ。それから近い親戚や孤児や
貧民にも、また縁つづきのものや血縁の遠い被保護者、（僅かな
期間でも）一緒に暮した友、道の子（旅人）、自分の右手の所有
にかかるもの（奴隷たち）にも。威張りかえった高慢な人はアッ
ラーは好み給わぬぞ」（『コーラン（上）』「女」第36節、p.116）。
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やりなさい。その者が死亡した（亡くなった）時は葬儀
に参列しなさい。そして同意を得ないまま、その者の
家よりも高い家を建て、風を遮る壁を作ってはならな
い。そしてその者に少し分けてやらない限り、鍋の香
りでその者を傷つけてはならない。もし（果物を家に）
買って帰ったなら、人目につかないように隠し、あな
たの隣人の子供を怒らせようと、あなたの子供たちが
その果物を持ち出すようなことがあってはならない」

（タバリーの伝承によるハディース）。
　アブドゥッラー・ビン・アムルが使徒ムハンマドの
ために羊を一匹屠殺した時、あの御方はユダヤ教徒の
隣人にその肉を少し与えるよう御命じになった。そし
て預言者ムハンマドは次のようにおっしゃった。「隣
人に羊の足を与えることを蔑んではならない」（ブハー
リーの伝承によるハディース）。
　隣人の権利がどれ程大きいかは、以下の預言者ム
ハンマドの言葉で総括できるだろう。「ジブリールが
常々私に隣人の権利について忠告するので、実のとこ
ろジブリールは隣人に対しても相続権を与える義務を
定めるつもりなのかと私は考えた程であった」。
　我々と隣人同士で互いに良い事をしなさい。そして
我々や我々の子供による過失が生じた場合は、進んで
互いに許し合いなさい。

第100号  ［Qalam 1958.11: 10-12］
Q.532（100-01）
　少し前に、蛇を食べるのは禁止であると述べられた
本、『使徒ムハンマドのイバーダート』を人々が批判し
て大騒ぎになっていました。また、間違えでなければ、
蛇の屠殺方法を質問した人がいました。もしそれがハ
ラルと言われているならば、その蛇の屠殺方法を指し
示すウラマーもいるはずです。この件に関してご説明
願います。

A.532
　アル＝イマーム・アル＝アッラーマー・シハーブ・アル
＝ディーン・アブー・アル＝アッバース・アフマド・ビン・
イドリース・ビン・アブド・アル＝ラーマン・アル＝サン
ハージーの著作『アル＝フルーク』の第三部98ページ
の中で、要約すると以下のように述べられている。
　蛇を食すことを好む人は誰でもそれを食べること
が許される。但し、毒がある蛇の肉を食べてしまうこ
とを防ぐため、その屠殺方法を知っておく必要がある。
この方法については『アル＝ムダッワーナー』の中に
マーリクによる説明がある。『アル＝ジャワーヒル』の

著者によると、蛇の屠殺は狩りの獲物を屠殺するのと
同じようにすべきだという。彼が明言したところによ
れば、蛇は傷つけられると弱るため、食べたければ身
体のどの部分も食べることができる。そしてこれこそ
が、それを食べた者が死亡する原因となっている（つ
まり、その傷ついた蛇は食べることができるが、切断
してはいないためまだ毒を持っており、食べた者に死
をもたらす可能性がある─編集部註）。イマーム・
マーリクは、その『アル＝ジャワーヒル』の著者が述べ
たような絶対的な言い方はしていない。イマーム・マー
リクはただ「その蛇のある部分を屠殺する時」と述べ
ているに過ぎない。蛇を、ただ狩りの獲物のように屠
殺するようにとは述べていない。このように言われる
理由は、蛇の屠殺を完璧に行うことは不可能で、熟練
の医師しかそれができないからである。後世の人々が
行っている蛇の屠殺の特徴は、治療で使われたり、ハ
ンセン病の治療薬として使われたりしているという
ことである。その方法を要約すると以下の通りである。
すなわち、蛇を怒らせない程度にゆっくりと掴む。も
し蛇が怒ると全身に毒を持つことになる。杭を一本大
きな板の上に立て、蛇の中央部をその杭に据える。次
に頭としっぽを掴み、その大きな板の上に水平に置く。
頭としっぽが平らになったら、蛇の頭部と胴体の間の
太い部分、そしてしっぽから胴体の太い部分を叩き切
る。叩き切る道具は、剃刀のように鋭利な鉈、あるい
は斧といった鋭く重い物でなければならない。叩き切
る時は一気に全てを切り落とさなければならない。叩
き切る場合、首側としっぽ側の境界ぎりぎりを切らな
ければならない。またほんの少しでも切り残しがない
ように、一度の切断で完全に切り落とす必要があると
いうことを知っておくべきである。ほんの僅かでも皮
がくっ付いたままになっていると、そこから毒が切断
した蛇の体内に入り込んでしまうからだ。切断の痛み
で蛇が怒ることで、ほんの僅かなつながりであっても、
その部分を通じて毒が回っていくからだ。切断する時
は頭としっぽを同時に切らなければならない。先に
やったり後回しにしたりしてはいけないのだ。
　以上が『アル＝フルーク』の本の説明の要約である。
コブラなどといった毒を持つ蛇は、怒ると全身に毒が
まわることが一般的であり、ゆえに蛇が噛み付こうと
する場合、非常に獰猛に身体を立てて初めて噛み付く
のである。
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Q.533（100-02）
　今日の我が国にいるマレー人と外来民族の水準を
比べると、いくつかの分野において劣っているのはマ
レー人であるということが分かります。我々はこの事
を運命に任せるべきでしょうか。ご説明頂ければと思
います。

A.533
　コーラン「雷鳴」の章第11節には次のように記され
ている。「まことにアッラーは、いかなる民の（運命も）、
彼らが自ら運命を変えようとしない限り、変え給うこ
とはない」22）。努力や尽力をせずに運命に任せれば、そ
の者に不運が襲うだろう。預言者ムハンマドは我々に
そのように教えてはいない。全ての者は一生懸命努力
し、一方彼らがそこから得るものに関しては神に委ね
るよう命じられている。イスラム教徒にとって努力を
諦めることは許されず、同時に神が我々の努力を叶え
給うことを神に祈るのである。もし、外来者の産業は
進んでいて裕福で、一方我々地元民はそうでないとし
たら、それは運命のせいではなく、我々の努力する真
剣さが足りないからだ。外来者は精力的に努めている。
昼も夜も努力しているのだ。しかし、往々にして我々
地元民は少し手に入れれば満足してしまい、今あるも
のを使い果たすまで働こうとしない。それゆえ、外来
者と競争、あるいは対抗するには、我々は努力を重ね
ていかねばならない。我々は運命に任せてはならない
のである！こうした事を任せることは不適切である。

Q.534（100-03）
　ドラはアミナと結婚し、後に離婚して、ドラとアミ
ナはそれぞれ他の人と結婚しました。その後また離婚、
つまりドラはその新しい妻と離婚し、アミナもまたそ
の新しい夫と離婚しました。両人は再婚、つまりドラ
はアミナと二度目の結婚をしました。その後また離婚
し、結婚、離婚、そしてまた結婚しました。したがって、
ドラはアミナと四回結婚し、三度（三回）の離婚をし
たことになります。最初の離婚の後はそれぞれ他の人
と結婚しました。よって、両人が他の人と結婚した後、
ドラとアミナは連続して三回結婚し、二回離婚したこ

とになります。では、このドラとアミナの四回目の結
婚は禁止でしょうか。またイスラム法によると、彼ら
の離婚回数、つまり最初の離婚はどう数えたらいいで
しょうか。後の連続した二回の離婚の一部に含まれる
と見なされますか。

A.534
　この離婚において、一回目の後に復縁することは差
し支えない。しかし、二回目の結婚の後に三回離婚し
た場合、その女性が他の人と結婚しない限り彼らは再
婚することができない。離婚を連続して三回行わない
ことが求められている。もし彼らが結婚して、後に二
回離婚し、次にその女性が他の人を夫とし、その後最
初の夫と再婚した場合、これは差し支えがなく、以下
同様である。しかし既に三回の離婚をした後に再婚す
る場合、その女性がその新しい夫と結婚し、また離婚
しない限り、これは許されない。

Q.535（100-04）
　息子と娘が両親の隣で寝ることが許されるのは何歳
まででしょうか。同様に未婚のきょうだい（男きょう
だいと女のきょうだい）の場合はどうでしょうか。

A.535
　一緒に寝ても良いとされる子供の年齢は７歳から９
歳である。９歳以降は彼らが同じ場所で寝ることはあ
まり望ましくない。ましてや彼らが既に成人している
場合尚更である。一番良いのは、一緒に寝る事に彼ら
を慣れさせないことである。なぜなら、そのように一
緒に寝ることはあまりよろしくないからだ。

Q.536（100-05）
　『神への跪拝』という小冊子の中で次のように述べ
られていました。「偉大な教友、アブー・ダール・アル
＝ギッファーリーは礼拝での跪拝の際、一人一人の名
前を挙げて彼の教友70人の赦しを神に請うた」。私の
知識のために、ここで以下のことをご説明頂けること
を願います。あの方（アル＝ギッファーリー）は各々
の跪拝時に赦しを願ったのでしょうか、あるいはその
うちの一回の跪拝時にでしょうか。跪拝時のズィク
ル［アッラーの御名の念唱］の読誦の後に願ったので
しょうか、あるいはその前でしょうか。マレー語で赦
しを請うことは許されますか。礼拝において読むよう
命じられている言葉以外を述べた人が行った礼拝は有
効ですか。私を指導している先生によれば、礼拝にお
いて（命じられた読誦以外に）一文字でも述べたら、そ

22） 「前にも後ろにも見張りの天使がついていて、アッラーの命を
かしこみ一々監視している。アッラーは、人間の方で自分の状
態を変えないかぎり、決してある民族の有様を変えたりなさ
らない。だが一旦アッラーがある民族を痛めつけようという
気におなりなされたが最後、もう何者の力をもってしても抑
えることなできはせぬ。（アッラー）御自身のほかに、その人た
ちを守ってくれる者もない」（『コーラン（中）』「雷鳴」第11節、
p.49）。
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の礼拝は無効になるとのことです。

A.536
　１）各々の跪拝の時、あるいは最後の跪拝の時に行
うことが許される。２）最善なのは跪拝時のズィクル
の後である。そして、３）礼拝はアラビア語で行わなけ
ればならず、またそれはイバーダートであるため、ア
ラビア語を使わなければならない。『使徒ムハンマド
のイバーダート』という本もしくは大きなイスラム法
学書では、使徒ムハンマドが行った跪拝時の読誦ある
いは祈祷の手本をいくつか得ることができるだろう。

第101号  ［Qalam 1958.12: 22-23］
Q.537（101-01）
　マラヤ国民が勉学を続けるためにインドネシア行き
のパスポートを取得するのが非常に難しいのはなぜで
しょうか。それは英国政府を通じて取得するしか方法
はないのでしょうか。

A.537
　マラヤ国民になった人がパスポートを取得する、あ
るいは作ることは難しいことではない。各人がマラヤ
国民としての条件を完全に満たした場合、パスポート
を取得するのは大変ではない。しかしインドネシアへ
の渡航の場合、その国に入国し、その上特定の学校で
知識を学び追求しようとする者は、そのための申請を
英国政府にではなくマラヤにあるインドネシア政府の
大使または代表に提出する。インドネシア政府は、渡
航を希望する人々あるいは学生の状況を事前に調査
する必要があるため、申請が下りづらいのである。後
に彼らがそこに滞在する際に、彼らの滞在費を負担し、
彼らの安全を保証する人々がいるかどうかを調査する
のである。一方、現在インドネシアに大使館を持つマ
ラヤ政府もまた、後に彼らがその地で放置されないよ
うに、すなわち彼らが将来直面するかもしれない困難
に苦しむことがないように彼らの状況を知る義務があ
る。なぜなら彼らに困難が生じた場合、マラヤ大使館
には彼らを送還する責任があるからだ。我々が知る限
り、マラヤ大使が存在するゆえ、もはや英国政府がそ
れを管理することはない。

Q.538（101-02）
　１）貯蓄銀行に預金すること、２）生命保険に加入す
ることは、法的にはどうなりますか。３）またもしこの
両方の場所に預金することがイスラム教で認められて
いないとしたら、どのように預金するのが一番いいで

しょうか。

A.538
　貯蓄銀行への預金及び生命保険への加入については、
既にこのコラムの中で詳しく回答した。貯蓄銀行に関
しては、安全のためにそこに預金することは差し支え
ない。その利子については、それをあなたが受け取っ
た後に慈善団体に寄付すればよい。なぜなら、もしそ
の利子を受け取らなかったら、その利益は再び我々を
弾圧し得る他の宗教団体に渡ってしまうからだ。
　2）の生命保険に関しても、宗教上それは許されてい
ない、とすでに回答した。三番目の事柄に関してだが、
どうやらあなた自身が1）の質問に対し、それは一般的
に禁止であると法的判断を下しているようである。実
際のところ、利子を得ない限り、そこに預金すること
は許される。より安全に預金するなら、当然銀行の方
が良い。当座預金口座を使うか、貸金庫、すなわち銀行
で貸し出している物を保管するための箱の中に預け
ておく方法である。これは、大都市にしかみられない。
家の金も宝石類も、そこに預けておく方が自宅で保管
しておくより安全だろう。

Q.539（101-03）
　宝くじに当選したばかりの人に物を売ることは許さ
れますか。またそれは法的にどうなりますか（なぜな
ら、我々に支払われたお金は宝くじの賞金の可能性が
あるからです）。またそのお金は我々にとっても禁止
でしょうか。

A.539
　宝くじに関する法は、それに当選した者に適応され
る。もしあなたが人に物を売って、その人とあなたの
間で合意が成立し、そして支払いがされたならば、そ
れを受け取るべきであり、あなたにそのお金の出所を
調べる義務はない。

Q.540（101-04）
　なぜ我々のマラヤ連邦において、政界にいるマレー
人たちはUMNO［統一マレー人国民組織］、PAS［汎
マラヤ（のちマレーシア）・イスラム党］、人民党、国
家党などといった様々な団体（党）を組織するので
しょうか。これらの党は皆独立を望んでいますが、現
在UMNOが既に独立を達成したのではないのですか。
なぜこれらの異なる党は合併して一つの党になろう
としないのでしょうか。もし一つにまとまったならば、
我々はどんなに強くなれることでしょう。
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A.540
　「頭には同じ毛が生えているが、意見は相異なる」と
我らの老人たちは言う。確かに独立はしたが、独立の
意義と内容に関してそれぞれの党が異なった理解をし
ているからだ。それゆえ、それぞれの党が独立の意義
を完全なものとする上で、彼らの理解や考えに従った、
それぞれの目標と意図を持っている。自由が与えられ
たのだから、理解の自由も与えられたのである。独裁
国家だけが人間の独立性を抑圧するのだ。

第102号  ［Qalam 1959.1: 46］
Q.541（102-01）
　我々マレー人が定めた血縁関係の呼び名は何でしょ
うか。上から下、また下から上への順序をご説明願い
ます。噂によると、それぞれ七つの順序があるといい
ます。しかし残念なことに、私は十分に尋ね回りまし
たが、それを整理し、一つ一つの名称をいえる人はい
ないようです。

A.541
　この質問は確かに難しくはあるが、興味深い。なぜ
難しいかというと、我々が知る限りマレー語には血縁
関係の順序の呼び名が、上から下はさておき、下から
上に関しては確かに七つもないからだ。これに関して
は完全に整った（bi al-tamām wa al-kamāl）七つの順序
があるというのはまさにその通りで、それは次の通り
である。１）Bapa（emak）［父（母）］、 ２）Anak［子供］、 
３）Cucu ［孫］、４）Cicit ［ひ孫］、５）Oneng-oneng［玄
孫］、 ６）Piut-piut［来孫］、 ７）Antah-antah［昆孫］で
ある。
　下から上に関してだが、周知の通り四つしかない

（『カラム』の読者の中に七番目まで知っている人がい
ることを願う）。例えば、子供から曾祖父母までは次
の通りである。anak［子供］、 bapa（emak）［父（母）］、 
datuk（nenek）［祖父（祖母）］、そしてmoyang［曾祖父母］
である。神が最もよく知り給う。

第103号  ［Qalam 1959.2: 9-10］
Q.542（103-01）
　シャリーア裁判所がシンガポールに開設されて以来、
これまで家庭の秘密となっていた多くの事柄が新聞報
道によって大衆に暴露されるようになりました。家庭
の秘密を新聞で広く大々的に暴露し、人の不名誉を物
語る行為はイスラム法に反する行為ではありませんか。
こうした事をそのまま放っておくべきなのでしょうか。

A.542
　フシン氏によって幻滅させられたこの事態は、多少
なりとも同情心や思いやりを持った多くの人々の心に
間違いなく残っただろう。シンガポールにシャリーア
裁判所が設立され、二ヶ月前から実働を開始してこの
方、これまで隠されていた多くの家庭や家族の秘密が
暴露され、衆目に曝すために新聞で広く大々的に報じ
られたことは否定できない。新聞報道を通じて夫とそ
の家族、または妻とその家族の面子を潰し、名誉を傷
つける多くの事柄が、あたかも友を悲しませ、敵を喜
ばせる不幸な物語のように公衆に広められた。しかし
実際のところ、その半分は憤りゆえに相手に勝とうと
して投げつけられた、夫の妻に対する、あるいは妻の
夫に対する非難に過ぎない。まさしく、中央に引き出
された物語は大抵衆目に曝される。そして例え新聞が
大々的に広く公衆に報道したとしても、州法の観点か
らするとそれは違法に当たらない。しかし、シャリー
ア裁判所は州の裁判所とは異なるということを認識す
べきである。シャリーア裁判所は夫と妻の間に生じた
係争を審議することに特化している。家庭と家族の秘
密、そして関係者の面子をつぶすことに繫がる全ての
事柄は秘密にされるべきで、新聞で報道されるべきで
はない。こうしたあり方はイスラムの道徳と一致して
おり、イスラム教ではそのように命じられている。
　現在起きているような、裁判所に持ち出された家庭
と家族の秘密の全てが新聞報道を通じて公衆に暴露
されていることを見過ごしているシャリーア裁判所の
態度は、実に嘆かわしいものだった。そうした報道に
よって心が傷つけられた家族がどれ程いるかは、神も
ご存じであろう。しかし、その不幸な家族たちはただ
その事態をアッラーに委ね、以下のアッラーの啓示を
固く信じるしかない。「まことに、他人に関する醜聞を
広めたがる者どもは、現世でも来世でも痛烈な懲罰を
受ける」（コーラン「光り」の章第19節）23）。
　これがアッラーの警告である。願わくは悟ろうとす
る者が悟らんことを。

Q.543（103-02）
　マラヤ連邦の教育大臣キール・ジョハリ氏が行った、
国際交流の場において酒（アルコール）は有用だと言
われている、という内容のスピーチに関して貴殿のご

23） 「醜聞が信徒の間に弘まるのを見て喜んでいるような者ども
は、苦しい罰を蒙ることになろう、現世でも来世でも。アッラー
は何もかも御存知、だがお前たちはなにも知りはせぬ」（『コー
ラン（中）』「光り」第19節、p.192）。
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意見はいかがでしょうか。これはイスラム教、すなわ
ちマラヤ連邦の国教で厳しく禁じられている事項を彼
が推奨していることを意味するのではないでしょうか。

A.543
　彼のスピーチは非常に嘆かわしいものだった。新聞
で大々的に報じられたように、この国のイスラム教徒
たちはこれに対し異議を唱え、不満を露にした。その
激しい反対は単にUMNO外のイスラム教徒たちだけ
でなく、UMNO内部の指導者たちからも上がった。民
衆がアッラーとその使徒ムハンマドによって呪われる
違反行為を行うことを公然と奨励し激励するスピーチ
は、不適切であることは言うまでもない。ましてやそ
のニュースがイスラム教を国教とする国の教育大臣か
ら出たものであれば尚更である。実際のところ、彼が
提議した酒の有用性はイスラム法に反する以外に事実
にも反している。あの方自身が教育大臣になりイスラ
ムの発展と教えに対する責任を負う立場にあることを
考えると、なおさら間違っていることになる。役所は、
その多くが教育省の管轄下にある千校以上の宗教学校
というルートを通じてイスラム教育を管理しているの
ではないのか。我らの教育大臣に対し我々はまだ疑問
を抱いているが、彼の述べた事が二度と繰り返されな
いこと、そしてこの国のイスラム教を愛する人々が声
に出した全ての異議によって、話す言葉と行動を以て
良き手本となるべき指導者たちがこれを認識し、自覚
することを願う。

第104号  ［Qalam 1959.3: 26］
Q.544（104-01）
　最近シンガポールのある宗教学者が新聞の中で意見
を述べていましたが、それは「イスラム法では結婚前
に『生活にふさわしい人』を探すために娘が独身男性
と知り合いになることが許されている」という内容で
した。この見解はイスラムの教えに合致しますか。

A.544
　あなたがおっしゃっているシンガポールの宗教学者
の見解を我々も読んだが、それは持論に基づいた彼の
個人的見解に過ぎず、イスラムの教えに基づいたもの
ではない。イスラム法によれば、娘に求婚しようとす
る若い独身男性はその娘の顔と両手の掌を見ることが
許される。またイスラムの道徳に則れば、彼らの面会
はその娘の両親の家において、両家の両親あるいは後
見人が見ている前で行われるものであり、例えば多く
の人の眼にさらされるピクニック広場や遊園地や聖地

において、意見交換をし、「生活にふさわしい人になる
ために」、男性が娘を自由に散歩に連れて行くのでは
ない。最も高貴なる聖典コーランと栄光あるハディー
スには、たとえ妻にしたいからといっても、独身男性
が娘と知り合うこと、ましてや娘が両親と後見人の目
から離れて散歩に連れて行くのを認め、奨励する文言
はない。
　アル＝ティルミディの伝承によるハディースの中に
は次のように記されている。アル＝ムギーラーという
名の男性がある女性に求婚し、その事を預言者ムハン
マドが知ると、殿下は彼（アル＝ムギーラー）にその女
性、つまり婚約者を見なさいとおっしゃり、「それが最
も良きことだからだ」とおっしゃった。そうすること
で両者の結婚が永遠に続くことを期待したのである。
　明らかに、我らの預言者ムハンマドは、将来の妻と
なる女性の姿をただ見るように命じたに過ぎない。も
し彼が彼女を気に入れば、その結婚が永続することを
望んだのである。実のところ、現在我々の社会は外国
の文化を真似ることを好む病気に冒されているため、
イスラムに反する様々な生活様式や慣習で混沌として
おり、それゆえイスラム社会がイスラムの教えとイス
ラムの道徳を規範として固く守るよう宗教学者たちが
奨励することが大いに必要とされており、その逆では
ない。

第105号  ［Qalam 1959.4: 26-31］
Q.545（105-01）
　インドネシアでは依然として反乱が起きています。
インドネシアのいくつかの地域でイスラム教徒の一部
の国民が支配者に対抗するために蜂起したからです。
これは法的にどうなりますか。また、どのようなイス
ラム法に則った解決法がありますか。

A.545
　この問題については、高名なインドネシア人ウラ
マーであるメダン出身のアル＝ファーディール・トゥ
アン・ムハンマド・アルシャド・タリブ・ルビスにより、
彼の著書『イスラム法学に則った反乱及び内乱の解
決』の中で詳しく分析されている。以下がその貴重な
分析である。
解決の原則　「反乱と内乱」の解決原則は、最も高貴な
るコーランの中ではっきりと記されている。「もし信
者が二つの集団に分かれて殺し合って（戦って）いた
ら、汝らが両者を仲裁してやれ。もし両者の内一方が
他方に横暴を働いていたら、その横暴を働いた者ども
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がアッラーの御命令に戻るまで彼らに戦いを挑むがよ
い。そしてもし彼らが戻ったならば、両者の間を公正
に仲裁してやれ。公正に行うのだ。まことにアッラー
は公正な者を愛し給う。まことに信者たちは兄弟であ
る。よって汝らは汝らの兄弟の間を仲裁せよ。そして
アッラーを畏れよ。願わくはアッラーの御慈悲にあず
かれるように」（コーラン「私室」の章第9-10節）24）。
イブン・ジャリール・アル＝タバリーのタフシール［コー
ラン注釈］　高名なタフシール学者、イブン・ジャリー
ル・アル＝タバリーは次のようにこの節を分析してい
る。「信者たちよ、もし信者の二集団が互いに殺し合っ
て（戦って）いたら、上述のアッラーの聖典に記され
た法を説き勧め、それを快く受け入れるのを勧めるこ
とで、利益を得て、勝ち取るものこそが両者の公正な
平和と呼ばれるものだ。もし横暴を働いた集団がアッ
ラーの聖典に記された法を受け入れようとせず、また
アッラーがその創造物に作り給うた公正さに反したの
に対し、もう一方の集団がそれを受け入れようとして
いるならば、横暴を働いた集団がアッラーの聖典の中
で説かれた、そしてアッラーの創造物の間で実行され
るべき命令に戻るまで、彼らに戦いを挑まねばならな
い」（Tafsīr al-Ṭabarī 26：73）。
イブン・アッバースのタフシール　イブン・アッバース
は上述の節のタフシールについて次のように説明して
いる。「実のところアッラーは預言者ムハンマドと信
者たちに対し、次のように御命じになった。もし信者
の二集団が互いに殺し合って（戦って）いたならば、彼
らにアッラーの法を説き勧め、そして公正さを以てそ
れを実行しなければならない。もし彼らにその勧めを
受け入れる用意があるならば、アッラーの聖典に記さ
れた法に則って彼らに対し判決を下し、それにより虐
待を受けた側が虐待を働いた側から正義を勝ち取れ
るようにすべきである。彼らの中でその勧めを受け入
れられない者こそは、誰であれ裏切り者である。イス
ラム教徒のイマーム（イスラム教徒を統治する君主）
は、彼らがアッラーの命令に戻り、強大で崇高なアッ

ラーの法を認めるまで彼らに戦いを挑む権利がある」
（Tafsīr al-Ṭabarī 26：73）
総括　イスラム教徒の二つの集団の間に戦い、互いに
殺し合う争いが起きた場合に、上述の節はイスラム教
徒にとって指針と忠告になる。上記の節によれば、イ
スラム教徒たちは次のように行動すべきである。第一
に、話し合いにより両者を和解させなければならない。
和解し、アッラーの聖典に記されている法に戻るよう
彼らに勧めるのである。アッラーの法をその和解協議
の土台としなければならない。それぞれがその法に従
わねばならないのだ。第二に、和解が整えられたにも
かかわらず、両者の中に上記のアッラーの法に基づい
た和解に応じるつもりがない集団がいたならば、その
集団は他方に対し横暴を働いたと見なされる。彼らが
アッラーの命令に戻る、つまりアッラーの聖典に記さ
れた法に基づく和解に応じる用意ができるまで、彼ら
に戦いを挑む義務がある。第三に、彼らがアッラーの
命令に戻る準備ができたなら、両者を和解させる義務
がある。なぜなら、彼らは我々の同胞だからだ。
反乱と内乱　前述の節を、イスラム法学者はムスリム
の間で生じた反乱あるいは内乱を解決する際に従うべ
き原則としている。「反乱」と「内乱」の違いは、次の通
りである。まず、本稿における「反徒」という言葉はイ
スラム法学における“al-baghāh”を意味する言葉とし
て使用することを述べておくべきだろう。“al-baghāh”
という言葉の元来の意味は「横暴を働き、乱暴を行う
者」であり、一方イスラム法学用語としての「反乱す
る」あるいは“al-baghī”という用語の定義は「この世
の宗教と政治を監視するために預言者ムハンマドの代
理人という地位に就くアル＝イマーム・アル＝アズィ
ムに対する服従から離脱すること」である（al-Tuḥfah 
９：75を参照せよ）。アル＝イマーム・アル＝アズィム
とはイマーム、あるいは極めて偉大な追従者という意
味である。ここでいうアル＝イマーム・アル＝アズィ
ムとは首長、あるいはイスラム国家の元首という意味
である。イスラム国家の元首は、その統治においてイ
スラム法を実施することで、預言者ムハンマドの代理
人（カリフ）としてこの世の宗教と政治を監視する責
務がある。反徒とは、そのイスラムの首長に対する服
従から離脱する人々を指す。「服従からの離脱」は単に
国家元首として認めないという意味だけでなく、変わ
らず国家元首としての地位を認めていたとしても、そ
の命令に従わない、あるいは課された義務を果たさな
いという意味も含まれる（al-Bajramīyy 4： 180）。上記 

24） 「もし信者同士が二派に分れて喧嘩をはじめたら（メディナで
はアウス族とハズラジ族とが始終喧嘩ばかりしていた）、お前
たちが仲裁してやるよう。それでもまだいずれか一方が相手に
喧嘩を売るようなら仕方がない、徹底的にその悪い方を攻め
て、アッラーの御命にたち還らせるよう。で、もし彼らがたち
還ったなら、改めて双方の間を、公正を旨として仲裁してやる
がよい。どこまでも正義を旨とせよ。アッラーは公正な人々を
愛し給う。なんと言うても信者はみな兄弟。お前たちにしても、
自分の兄弟二人となればどうしても仲よくさせねばならぬは
ず。何よりもアッラーを懼れまつることが大切。そうすれば
きっとお慈悲をかけて戴ける」（『コーラン（下）』「私室」第９-10
節、p.137）。
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の「反乱する」の定義に基づくと、まずはアル＝イマー
ム・アル＝アズィムを長として戴くイスラム国家が先
に存在すべきであり、そこで初めて「反徒」あるいは

“al-baghāh”と言われる集団が存在できるのである。
上記の集団は、非イスラム国家には存在しえない。非
イスラム国家の国家元首に服従しない人々は反徒と
称されることはない。もしそこでムスリム同士の間で
戦闘が起きた場合、その戦闘は内乱、すなわち先ほど
のコーラン「私室」の章第９節の文言によれば、「集団
ṭā’ifah」と「集団」との戦いと称することができる。
　以下に述べる戦闘や争いは「内乱」といわれるグ
ループに入る。イスラム国家であろうとなかろうと、
一つの国で共に暮らしているムスリムの一団と別の一
団との間に起こった戦闘や争い。両国が戦闘状態では
ないにもかかわらず、ある国の住人であるムスリム集
団と、ある別の国の住人であるムスリム集団との間に
起こった戦闘や争い。イスラム国家であろうとなかろ
うと、二カ国が戦争状態にあるがゆえにその両国の住
人であるムスリムの一団と他の一団の間に生じた戦
闘や争い。非イスラム国家の統治者の軍隊や保護者と
なったムスリムの一団と、それに対抗するムスリムの
一団との間に生じた戦闘や争い。上記の戦闘や争いは
全て「内乱」の部類に入る。
さまざまな不服従　アル＝イマーム・アル＝アズィム
に服従しない人々のグループは、イスラム法学用語
によれば様々に存在し、その解決法もそれぞれ異な
る。イスラム法学者は留意すべきいくつかの条件を定
めている。条件を満たしているグループには、条件を
満たしていないグループとは異なる解決法がある。そ
の条件とは次の通りである。１．シャウカーフshawkah

を持っている。２．受けいれられるアル＝タウィール
al-Ta’wīlを持っている。
　シャウカーフとは力という意味である。シャウカー
フを持っているとは、力を持っているという意味であ
る。なぜなら彼らは従うべき指導者を戴き、また数が
多いゆえに、あるいは統治者が彼らを打ち負かし再び
服従させることが困難なほど、統治者に対抗できる強
い防衛力を持っているからだ。上述のように力を持っ
ている不服従集団は、「シャウカーフ」を持っている者
と呼ばれる。一方、タウィールとは彼らが服従しない
根拠という意味だが、その根拠は実のところ正確では
ない。実は彼らは誤解している。意味に曖昧なところ
があるため、彼らは支配者側に過ちがあると考えてい
るが、実際には支配者に過失はないのである。実際に

は、彼らの行動は良き目的を伴っているのだ。すなわ
ち、罪深く邪悪な行為をその手で変えようとしている
のであり、それは以下の預言者ムハンマドの文言にか
なっている。「あなた方の内罪深きことを目にしたも
のは誰でも、その手でそれを変えなさい……」（ムスリ
ムの伝承）。もしそうした誤解や理解が起こるべくし
て起こり、その理由が見えたならば、彼らは受けいれ
られるタウィールを持っている者と称される。
　預言者ムハンマドの妻サイダティナ・アーイシャが
指揮した「アル＝ジャマルの反乱」と、ムアーウィヤが
指揮した「シッフィーンの反乱」を事例として挙げた
い。彼らはカリフまたはアル＝イマーム・アル＝アズィ
ムとなったサイディーナ・アリーに対し反乱を起こし
たが、その理由はサイディーナ・アリーがサイディー
ナ・ウスマーン（第三代目カリフ）を暗殺した人々を
知っていたにもかかわらず、彼は暗殺を共謀してい
たため、その件を追及しようとしなかったからだ。上
述の根拠（タウィール）をもとに彼らはカリフ、つま
りサイディーナ・アリーに対し反乱を起こしたが、実
際の出来事は彼らが憶測していたこととは違ってい
た。実のところ上述の彼らの憶測は間違っていたの
である（al-Muḥalla 4： 170, Asnā al-Muṭṭalib 4： 112, 
al-Bajramīyy 4： 182など）。「シャウカーフ」と受容で
きる「タウィール」を持っている反徒は、条件を満たし
た反徒と言われる。法学書の中で彼らに対する解決法
が規定されているが、それを以下に解説する。
反乱の解決　もし上に解説したような条件を満たした
反乱が起こった場合、以下のように解決することが望
ましい。１）反徒たちは、まず信頼できる人物を派遣し、
彼らは何が気に入らなくて不服従に至ったのかを言明
すること。もしこれが功を奏すれば、そこで議論しな
ければならない事柄があるため、聡明な人物を派遣す
ること。２）もし彼らの横暴行為あるいは彼らが誤解す
るに至った何らかの原因が明らかになったなら、支配
者はその横暴行為を避けるか、あるいは誤解を解かな
ければならない。必要であれば、誤解を避けるために
討議し、そして意見交換をしてもよい。３）意見交換な
どを行うことによってその横暴行為が根絶されたか、
あるいは誤解が解かれたにもかかわらず、彼らになお
も服従する用意が無い場合、まずは助言を与えること
が望ましい。もしそれでもなお、彼らに服従する用意
がなければ、彼らに宣戦布告しなければならない。4）
そして宣戦布告した後でもなお彼らに服従する用意が
なければ、彼らが屈し、再び服従するまで戦いを挑ま
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なくてはならない。上に解説したように、彼らの元へ
使節を送る前に彼らに戦いを挑むことは禁止である

（Asnā al-Muṭṭalib 4： 114, al-Muḥalla, 4： 171, tafsir 

Lubab al-Al-Ta’wīl, コーラン「私室」の章第９-10節, 
al-Tuḥfah 9： 70など）。
損なわれた生命と財産の補償　反乱が鎮圧された時、
起きた戦闘で壊されたあらゆるものや犠牲となった
人々に対する償いは、それが反徒側によって破壊さ
れたものであろうと、支配者によって破壊されたも
のであろうと、求めることは許されず、それを補償す
る義務はない。戦争上の必要外で生じた損害は、償い
を求めることができる。前述のように解決すること
で、反徒集団を降伏させ、再び服従するよう勧めるこ
とが容易となるだろう（al-Ahkām al-Sulṭāniyyah 40, 
Lubab al-Al-Ta’wl, コーラン「私室」の章第9-10節, 
al-Muḥalla 4： 171, Asnā al-Muṭṭalib 4： 112 など）。
異教徒への支援要請は禁止　条件を満たした反徒と戦
うために非イスラム教徒に支援を要請することは法的
に禁止である。『アスナー・アル＝ムッタリブ』第4部
115ページの中で次のように述べられている。「たと
えズィンミー［イスラム国家内で庇護民となっている
非イスラム教徒で、主にユダヤ教徒とキリスト教徒］
の異教徒であろうと、反徒たちを打ち負かすために異
教徒の助けを求めることは禁止である。なぜなら我々

（イスラム教徒）を打ち負かす権限を異教徒に与える
ことはハラルではないからだ」
　アッラーの啓示は次の通りである。「アッラーは不
信仰者どもに僅かたりとも信者たちを打ち負かす道を
設け給うことはない」
反徒はファシクと呼ばれることはない　条件を満たし
た反徒がファシクと呼ばれることはない。『アスマー・
アル＝ムッタリブ 』第₄部112ページには次のよう
に述べられている。「彼らが不信仰者と呼ばれないの
と同じように、彼らはファシクと呼ばれることはな
い。なぜなら、その不服従行為において、彼らの信念に
則ってそのような行動を取ることが許されるタウィー
ルを持っているからだ。彼らはただ間違っているに過
ぎない」
　さらにイスラム法の観点からすれば、もしその集団
が条件を満たしていれば、反乱を起こすという語は
不名誉な意味ではない。『アスナー・アル＝ムッタリ
ブ』第４部122ページの中で次のように述べられてい
る。「反乱を起こすという言葉は不名誉ではない」。し
たがって、反乱行為は不名誉である述べるハディース

は、条件を満たしていない集団が起こした反乱と不服
従、つまりタウィールがない、あるいはタウィールは
あるが明らかに間違っている反乱に向けられたもので
ある。ゆえに本稿の別の部分で、数名の高名な人物が
反乱を指揮していたことを読んだとしても驚くことで
はない。預言者ムハンマドの妻ウンム・アル＝ムーミ
ニーン・アーイシャは反乱を指揮したことがある。預
言者ムハンマドの教友ムアーウィヤも反乱を指揮した
ことがある。預言者ムハンマドの孫サイディーナ・フ
サインも反乱を指揮したことがある。同じく預言者ム
ハンマドの高名な教友イブン・アル＝ズバイルもまた
反乱を指揮したことがある。
サイディーナ・アリーに従った反徒　カリフとなった
サイディーナ・アリーの時代にも反乱は起こった。そ
の反乱はイスラムの歴史上「アル＝ジャマルの反乱」
という名で知られている。その反乱は預言者ムハンマ
ドの妻サイダティナ・アーイシャが指揮した。ムアー
ウィヤが指揮した「シッフィーンの反乱」も起こった。
その反徒集団についてサイディーナ・アリーは人から
尋ねられた。彼らの質問とそれに対するサイディー
ナ・アリーの答えは以下の通りである。「彼ら（反徒集
団）は多神教徒（不信仰者）と見なされますか」。サイ
ディーナ・アリーは「否！それどころか彼らは多神教
徒（不信仰者）から逃げてきた人々である」と答えた。
さらに「彼らは偽善者でしょうか」という質問を受け
た。彼は「否！偽善者とはほんの僅かしかアッラーを
思い起こさない者たちである」と答えた。さらに「左様
であれば、彼らは一体何者なのでしょうか」という質
問を受けた。彼は「彼らは我々に対して反旗を翻した
我々の同胞である」と答えた（Lubab al-Ta’wīl,コー
ラン「私室」の章第９-10節）。
条件を満たしていない集団に対する補償　上に説明し
たような条件を満たしている不服従集団の他に、上述
の条件を満たしていない不服従集団がいる。
１）彼らが明らかに正当な側であり、支配者が明らか
に不当な側であるため、タウィールを持つが、シャウ
カーフを持たない集団である。一方、シャウカーフを
持つがタウィールを持たない集団が他にある。つまり、
上述の逆のケースである。支配者が明らかに正当な側
であり、彼らが明らかに不当な側である場合だ。最初
の集団に対する解決としては、支配者が再び正義に従
うことが望ましい。支配者が再び正当に戻った後でも
なお、彼らに服従する用意がない場合を除き、彼らに
戦いを挑むことは許されない。二番目の集団に対する
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解決として、支配者は彼らを負かすのにふさわしい方
法で行動を起こすことが許される。またもし必要であ
れば、彼らに戦いを挑んでもよい。なぜなら、そのよ
うな集団は正当性に反する者たちになるからだ。しか
しながら、もしこの後者に再び勝つことができたなら、
損なわれた財産と犠牲になった命の補償は、条件を満
たした集団に対する補償と同じように行うことが望ま
しい。
２）小規模な集団ではあるが、彼らが明らかに正当な
側であり、支配者が明らかに不当な側であるゆえに、
シャウカーフを持たないが、タウィールを持つ集団で
ある。一方、他にシャウカーフを持たず、タウィールも
持たない集団がある。すなわち上記の逆のケースであ
る。支配者が明らかに正当な側であり、彼らが明らか
に不当な側である場合だ。例えば、彼らは強盗または
平和を乱す者と化した小さな集団に過ぎない場合であ
る。この手段に対し解決を行う上で、統治者は彼らを
負かす権力を行使することが許される。例えば彼らの
行動により、犠牲になった命、損なわれた所有権など
といった損害があったとすれば、然るべき責任を彼ら
に負わせなければならない（Asnā al-Muṭṭalib 4： 113, 
al-Mughnī 4： 118 など）。
　つづく（以上がこの問題に関する、メダン出身のア
ル＝ウスターズ・ムハンマド・アルシャド・タリブ・ルビ
ス氏の回答の一部である。これは彼の著書『イスラム
法に則った反乱及び内乱の解決』の中で詳細に論じら
れたものである。この回答の続きは次号に掲載する。
すなわち、「反乱行為に関する法」、「インドネシアに
おける反乱」、そしてこれに関連するあらゆる問題に
ついて、より詳細に分析する─アブー・アル＝モフ
タール）。

第106号  ［Qalam 1959.5: 11-15, 32-38］
Q.546（106-01）
　バトゥ・パハ在住のアフマド・ビン・ハジ・ハスブッ
ラー氏の質問、すなわちインドネシアで依然として起
きている内乱と、イスラムの教えに則ったその解決法
に対する回答として、『イスラム法学に則った反乱及
び内乱の解決』を取り挙げる。

A.546
反乱行為に関する法的判断　イスラム国家元首（アル
＝イマーム・アル＝アザム）に服従することは法的に義
務である（Fatḥ al-Bārī 5： 13, Asnā al-Maṭālib 4： 110）。
よって反乱を起こす、あるいは元首に服従しないこと

は禁止となる。イマーム・ナワウィーは『シャルフ・ム
スリム』の中で、イスラム国家元首に服従しないこと
は法的に禁止であるということは、既にイスラム教徒
たちのイジュマーとなっている、と説いている（Asnā 

al-Maṭālib 4： 111）。一方、ウラマーは条件を満たして
いる反乱と条件を満たしていない反乱を区別している。

『アル＝ザワージル』第２部95ページのシャイフ・イブ
ン・ハジャールの説明によると、条件を満たした反乱は
軽い罪となる禁止であり、一方条件を満たしていない
反乱、例えばタウィールを持たずに行われた反乱は重
い罪となる禁止であるという。それゆえ、イスラム国
家元首に対し反乱を起こした、条件を満たしている反
徒集団はファシクと称されることはない。なぜならイ
スラム法学用語に従えば、禁止とされる行為の全てが
ファシクと称されるわけではないからだ。ファシクと
呼ぶべき禁止とされる行為はそれが大罪にあたる場合
であり、一方軽罪はファシクと呼ばれない。『ガーヤッ
ト・アル＝バヤーン』の330ページには次のように述べ
られている。「一部のウラマーは反徒のことを、違反行
為を行った者と呼ぶ。そして彼らは、全ての違反行為
がファシクと呼ばれるわけではないと述べている」。
横暴な国家元首に対し行動を起こすことに関する法的
判断　イスラム法によってその地位が合法とされた国
家元首の中には、公正な国家元首と言われる者もいれ
ば、横暴な国家元首と言われる者もいる。公正な国家
元首とは、統治を行う上でも、また例えば酔いをもた
らす飲料を飲んだり、姦通をしたりといった個人的行
為においても、ファシクと称されるような行為を行わ
ない国家元首である。イスラム教徒たちは公正な国家
元首に服従する義務があり、服従しない集団はアル＝
ブガーフal-bughāhあるいは反徒と称される。横暴な
国家元首に対抗する者が反徒と称されるかどうかに関
しては、ウラマーの間で意見の対立がある。
イマーム・ムタワッリーの見解　アル＝ムタワッリーは、
横暴な国家元首に服従しない人々は反徒と称される
ことはないとしている（Ḥāshiyyah asnā al-Maṭālib 4：
111）。国家元首の任命の最も重要な意義は、信者たち
をまとめ、公正さを守り、横暴を根絶することである。
彼に権力を委譲することは横暴を働き、ファシクを行
う機会を与えるためではない。イスラム教徒の服従を
求める国家元首は公正に行動し、横暴行為を避けなけ
ればならない。彼自身が公正さを守り、横暴を避ける
規範とならなければならないのだ。
イマーム・アル＝キファールの見解　アル＝キファー
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ルは、たとえ暴君であったとしても、その国家元首（ア
ル＝イマーム・アル＝アザム）に服従しない人々は反
徒と称されるとしている（Ḥāshiyyah asnā al-Maṭālib 4： 
111）。もし国家元首がファシクとされる行為を行うか、
あるいは横暴を働いたとしたら、ムスリムはその行為
を禁止すべきである。そしてもし彼が横暴な、あるい
は神の命令に反する行為を命じたならば、その命令に
従う義務はなく、従うことは許されない。しかしなが
ら、その横暴でファシクとされる行為を禁じるために
反乱を起こし、その手から権力を剥奪することは許さ
れない。
イブン・ハズムの見解　イブン・ハズムは以下のような
見解を持つ。「正義を勧める、あるいは罪深い行為を禁
止し、コーランやハディースの法を守るよう勧め、そ
して公正に法を実施するよう勧める者に関しては、反
徒と称されることはない。反徒と称される者はそれに
反する者である」（al-Muḥallā 11：90）
イマーム・ナワウィーの見解　イマーム・ナワウィーは

『シャルフ・ムスリム』の中で、たとえ国家元首がファ
シクであり横暴であったとしても、彼に服従しないこ
とは法的に禁止であるとしている。そのような法的判
断はムスリムの間のイジュマーとなっていると彼は述
べている。このファトワ、すなわち、たとえ国家元首が
ファシクで横暴だったとしてもそれは禁止であると
いうことがイジュマーとなっていることに関して、ウ
ラマーらの間で議論となった。預言者ムハンマドの教
友であり孫でもあるアル＝フサイン・イブン・アリー
が、その統治の中で横暴を働いたヤズィード・ビン・ム
アーウィヤに対し反乱を指揮したことがあるにもかか
わらず、どうしてイジュマーだと言えるのか、と彼ら
は主張している。また預言者ムハンマドの教友である
イブン・ズバイルも、カリフとなったアブド・アル＝マ
リク・ビン・マルワーンに対し反乱を起こした。その間、
その反乱においてサイディーナ・ハッサンとイズン・ズ
バイルの側について共に戦った教友やタービイーン
であるウラマーらも少なくない。シャイフ・アル＝ラ
ムリー・アル＝カビールも、イマーム・ナワウィーがイ
ジュマーだと述べているのは、根拠やタウィールが一
つも無いままそうした不服従が行われた場合のこと
であるという説を唱えている。もし根拠やタウィール
がある場合については禁止ではない。よってアル＝フ
サイン、イブン・ズバイル、そして彼らに追従したウラ
マーが起こした反乱は、そうした反乱の部類に含まれ
る（Ḥāshiyyah asnā al-Maṭālib 4：111）。

インドネシアにおける反乱　前号の中で、イスラム法
に則りその地位が合法とされた国家元首を推戴する
イスラム国家においての、統治者に対する反乱問題を
巡るイスラム法学における判断について説明した。も
う一つ説明を得るべき問題が残っている。現在のイン
ドネシアにおけるイスラム法に則り、反徒（アル＝ブ
ガーフ）と呼べる集団は存在し得るのだろうか。この
質問に答えるには、イスラム法に則り、その地位に座
るよう合法的に任命されたアル＝イマーム・アル＝ア
ザムを推戴するイスラム政府がインドネシアに存在
するかどうかを調べる必要がある。もしそのようなア
ル＝イマーム・アル＝アザムを戴く政府がインドネシ
アに存在しないならば、イスラム法によれば反徒（ア
ル＝ブガーフ）と名指しされる集団はインドネシアに
存在し得ない。もし人から問われた時、現インドネシ
ア共和国の国家元首に服従しない人を、イスラム法に
則って反徒と呼ぶことができるだろうか。この問い
に対し、次のような問いを以て答えなければならない。
現インドネシア共和国の国家元首は合法的にアル＝イ
マーム・アル＝アザムとなったのだろうか。もしイン
ドネシア共和国の国家元首をアル＝イマーム・アル＝
アザムと見なすことができず、インドネシア共和国が
イスラム国家でないとしたら、彼に服従しない人をイ
スラム法に則り反徒と呼ぶことはできない。したがっ
て、もしインドネシアでイスラム教徒同士、すなわち
服従せず、イマーム・アル＝アザムを推戴しない側と、
忠誠心があり、インドネシア共和国の統治者を防衛す
る側との間に戦闘が生じた場合、その全ての戦闘は単
に「内乱」と見なし得るに過ぎない。すなわち、「集団」
と「集団」、あるいは先に挙げたコーラン「私室」の章第
９節の文言によれば “ṭā’ifah”と“tā’ifah”との間の争
いと見なされる。よって内乱と言われようが、集団の
争いと言われようが、先の号で説明した通り、その解
決はコーラン「私室」の章第９-10節の中で啓示され
たアッラーの忠告に適った方法で行われなければなら
ないのだ。
公式説明によるインドネシア共和国元首の地位　「党」

（インドネシア・イスラム同盟党─編集部註）の委員
長は1953年１月11日付けで、インドネシア共和国宗
教大臣によるインドネシアのワリ・ハキムの指名（任
命）に関する声明（No.1/53）を発表した。その声明は、
ハジ・ロスリ・アブドゥル・ワヒド委員長、ハジ・ユヌス・
ヤーヤ・ファトワ評議会副委員長及びハジ・シラジュッ
ディーン・アッバース党最高評議会議長によって署名
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されている。その声明には、例えば以下のような文言
がある。「現インドネシア共和国はまだイスラム国家
ではない。現大統領は、イスラム教の規則に従ったカ
リフあるいはイマーム・アル＝アザムとしての地位に
就いてはおらず、彼はイスラム法を実施する、あるい
はイスラム教の問題に干渉する権限を持っていない」。
　上記の声明に関連して、インドネシア共和国宗教大
臣の名の下に出された「宗教司法局」の1953年６月
16日付けの文書の中に、例えば以下のような文言があ
る。「宗教省は、我が国は現在まだイスラム国家ではな
いとする「党」のファトワ評議会に賛同する。この国の
大統領のことをイスラム法の解釈に則ってカリフ、イ
マーム・アル＝アザムあるいはスルタンと称すること
は今なおできない。しかし我々の見解では、大統領及
び最高司令官としての国家元首はズー・シャウカーフ
dhū shawkah（権力を持つ者─編集部註）であること
は既に明らかである……」。この公式声明では、現イン
ドネシア共和国の国家元首はカリフではなく、イマー
ム・アル＝アザムあるいはスルタンでもないと明言さ
れている。彼は単に「ズー・シャウカーフ」、すなわち
権力者であるに過ぎない。よってこの公式声明に基づ
くと、インドネシア共和国の国家元首に従わない人々
の集団を、イスラム法に従って反徒（アル＝ブガーフ）
と呼ぶことはできないことは明らかである。
国家元首の任命方法　イスラム国家元首はイマーム・
アル＝アザム、カリフまたはアミール・アル＝ムーミ
ニーンと言う。イマーム・アル＝アザムとなる人物の
任命は、以下三つの方法の一つを以て行われたなら
ば合法と見なすことができる。その方法とは、バイ
ヤーフBayʿah、イスティフラーフIstikhlāf、そしてイ
スティーラー Istīlā’である。半分のウラマーはさら
に４番目の方法を挙げている。すなわち「シューラー
shūrā」（協議する）である。一方、もう半分のウラマー
はただ上記三つの方法だけを挙げている。なぜなら、

「シューラー」という任命方法は「イスティフラーフ」
による任命の部類に含まれるからだ（al-Bughyah 281, 
al-Iqnāʿ, al-Bajayramī 4：18末尾, al-Muḥallā 4：174, 
al-Tuḥfah 9：76-78など）。
　バイヤーフとは、忠誠誓約を行って任命することで
ある（Muqaddimah Ibn Khaldūn 174, al-Bajayramī 4：
184）。その忠誠誓約は、知識人（ウラマー）、首長、そ
して高名な人々により明確に表明される。イスラム法
学用語では彼らのことを“ahl al-ḥal wa al-ʿaqd”、すな
わち「解き、そして結ぶ者たち」と言う（al-Tuḥfah 9：

76, al-Bughyah 281, Asnā al-Maṭālib 4：109, al-Aḥkām 

al-Sulṭāniyyah li al-Ḥanbalī 7など）。カリフのアブー・
バクルはバイヤーフを以て任命された。
　イスティフラーフとは、在世の国家元首が自分の死後
後任となる人物を決定するという方法により任命する
ことである（Fatḥ al-Bārī 13：176, al-Tuḥfah 9：76など）。
彼は一人だけを指名することもできるが、何名かの候
補者を指名し、彼らに選出が委ねられ、将来国家元首
となる人物を彼らの中から一人決定することもできる。
そのような何名かの候補者を指名する方法のことを、
一部のウラマーは「シューラー」と呼ぶ。イスティフ
ラーフの方法による国家元首の任命は、もしそのイス
ティフラーフを行う国家元首が条件を満たしていれば、
合法と見なされる。条件を満たしていない国家元首、
例えばダルーラ［必要性］から選ばれた国家元首がイ
スティフラーフを行うことは非合法である（al-Tuḥfah 
9：79）。カリフのウマルとウスマーンの任命はイスティ
フラーフを以て行われた（al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li 

al-Mawardī 10, al-Tuḥfah ９：77, Itmām al-Wafā’ 11など）。
　イスティーラーとは支配する、または打ち負かすと
いう意味である。ここでのイスティーラーの意味は力
で、つまり軍隊などで民衆を支配するという方法で自
らを国家元首となることである（al-Muḥalla 4：174）。
権力と統治を剥奪することによって権力を握ることは
イスティーラーと呼ばれる。イスラム法学者はこのイ
スティーラーを合法的なイスティーラーと非合法的な
イスティーラーに分けている。
合法的なイスティーラー　国家元首が死亡し、まだ
その後任が不在の際に行われる場合。在世の国家元
首もまたイスティーラーを以て権力を取得し、そし
てその元首がイマーム・アル＝アザムになる条件を満
たしていない時に行われる場合。権力を剥奪された
国家元首は、その権力を剥奪された時にマズールさ
れる（地位を解任される─編集部註）（al-Tuḥfah 9：
78, Ḥāshiyyah ʿAmīrah ʿalā al-Muḥallā 4：174）。イス
ラム法学者は、権力を握ることができた、あるいは上
に説明したような支配者の手から権力を剥奪し、権
力を握るに至った者が国家元首になることは合法
である、と考えている（l-Muḥallā 4：174, al-Tuḥfah 
9：78, al-Bughyah 281, Taṣḥīḥ al-Tanbīh 143, Asnā 

al-Maṭālib 4：110など）。生じた全ての行動と決定は、
イスラム法ではイスラム教徒の利益のために合法と見
なされる（Asnā al-Maṭālib 4：110）。イスラム教徒の利
益のためと言われるのは、もし上述のような彼の地位
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と決定及び行動が合法でないと見なされたら、国民生
活に様々な混乱と困難が生じるからであり、その結果、
彼の判決は非合法となり、彼から任命されたワリ・ハ
キムも非合法となり、そのワリ・ハキムが執り行った
婚姻も非合法となる、などといったことになるからだ。
非合法のイスティーラー　バイヤーフ（忠誠誓約─
編集部註）を以て、あるいは条件を満たした国家元首
によるイスティフラーフを以て任命された在世の国家
元首に対し行われた場合（Ḥāshiyyah al-Sharwānī 9：
78, Asnā al-Maṭālib 4：110）。もし異教徒がイスティー
ラーを行った場合、異教徒がイマーム・アル＝アザム
になることは非合法である。
国家元首の責務　イスラム国家元首を任命するのは何
のためだろうか。『アル＝トゥーファー』第9部75ペー
ジの説明によると、イスラム国家元首（イマーム・アル
＝アザム）には次のような責務がある。「宗教とこの世
の政治を守るために預言者ムハンマドの代理人として
立つこと」。また『アスナー・アル＝マターリブ』第４
部108ページによれば、「使徒ムハンマドの代理人とし
て宗教を守護し、宗教の範疇に入る事柄を保護するこ
と」である。
イスラム国家元首になる人物の合法性　上述の説明
に基づけば、イスラム国家元首になる人物の合法性は、
以下二つの側面から詳しく見る必要がある。１）その
就任から、すなわち上述した三つの方法、つまりバイ
ヤーフ、イスティフラーフ、そしてイスティーラーを
以て行われなければならない。２）その責務から、すな
わちその就任はイスラム教とこの世の政治を守護する
預言者ムハンマドの代理人としての責務のためでなけ
ればならない。上記の責務により、その統治において
実施される法はイスラム法を意味する。よって、国家
元首に就任した人物は、バイヤーフやイスティフラー
フを以てではなく、またはイスティーラーを行うこと
で任命されたのでなければ、イスラム国家元首になる
ことは非合法である。同様に、国家元首になるよう任
命された人物が、バイヤーフ、イスティフラーフ、そし
てイスティーラーを以て就任したが、預言者の代理人
としての責務を果たすために就任したのでなければ、
イスラム国家元首になることは非合法である。
　国家元首への任命が合法であった時、それがバイ
ヤーフまたはイスティフラーフ、あるいはイスティー
ラーのいずれの方法で行われたとしても、彼に従うこ
とはイスラム教徒の義務である。その義務はイマー
ム・アル＝アザムとしての条件を満たした国家元首

への服従に限られたものではなく、ダルーラの国家
元首にも服従する義務がある。服従の義務は、神の
教えや法に抵触しない問題において生じる（al-Iqnāʿ 

di tepi al-Bujayrimī 4：188, Fatḥ al-Bārī 5：13, Asnā 

al-Maṭālib 4：110）。
イマーム任命の義務　イスラム教徒は「国家元首」と
してイマームを任命する義務がある。それは義務であ
り、ファルドゥ・キファヤー［イスラム社会の一員とし
ての義務］に含まれるということはウラマーのイジュ
マーとなっている。イマーム（国家元首）を任命する
ことは法的にファルドゥ・キファヤーであり、それは
戦ったり知識を追究したりすることと同種である。も
し有資格者の中にイマームになるため前に進み出る
人物がいたならば、全ての信徒はその義務から解放さ
れる。そしてまだそれを実行する者がいなければ、以
下の二つのグループに含まれる人物は進み出なければ
ならない。
　第一に、選ぶ資格を有する者はイスラムの共同体
のためにイマーム（国家元首）の選出を行わなければ
ならない。第二に、イマームになる資格を有する者
は、イマームになるため自ら進み出なければならない

（al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah 3）。アル＝ガザーリーは次
のように説明している。「実のところ、この世の問題
を解決する支配者が存在すべきである。世俗の問題
を解決することは宗教の問題を解決するために必要
であり、宗教の問題の解決は安泰を掴む、すなわち来
世の幸福のために必要である。これが預言者たちの
言いたいことである。それゆえ、イマームを任命する
義務はイスラム法で要求される事項に入るのである。
この事項の放棄を許す道は一つもない」（al-Iqtiṣād fī 

al-Iʿtiqād 97）。イマーム・ナワウィーは次のように説
いている。「ムスリムにはカリフ（国家元首）の任命義
務があるということは既にイジュマーとなっている。
そしてその義務はイスラム法に則って行うのであって、
理性で行うのではない」（Sharaḥ Muslim 12：205）。ま
たイブン・ハルドゥーンは次のように述べている。「実
のところ、このイマーム（国家元首）を任命すること
はイジュマーにより義務となっている。よってそれは
ファルドゥ・キファヤーに含まれる」（Muqaddimah Ibn 

Khaldūn 161）。
イマームの支配領域　イマーム（国家元首）の支配下
に入る地域は、イスラム法学用語では「ダール・アル＝
イスラムdār al-Islām」と呼ばれる。「ダール」は場所
という意味である。デサ［行政村］、カンポン［集落］、州、
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そして国は「ダール」と称すことができる。なぜなら、
これらは全て場所だからである。イマームの支配範領
域に入る地域は、その地域の住人がイスラム教徒であ
ろうとなかろうと、「ダール・アル＝イスラム」と言わ
れる。イブン・ハジャル・アル＝ハイタミーは次のよう
に述べている。「そこにムスリムが一人もいなくても、
そこがイマーム（国家元首）の支配下にあればダール・
アル＝イスラムになるという説明を以て十分だろう」

（al-Tuḥfah 9：269, Tafsīr al-Manār 10：316, 10：109）。
ダール・アル＝イスラムに関する説明　ダール・アル＝
イスラムと呼ばれる地域はイスラム法学用語では三種
類ある。１）イスラム教徒の居住地になっている州、カ
ンポン、デサなど。上記の場所はダール・アル＝イス
ラムと呼ばれる。上述の意味でのダール・アル＝イス
ラムはイスラム法と多くの関係を持っている。例えば、
ある村で人が死亡しているのが発見され、その人物が
イスラム教徒か否か不明であったとする。もしその村
がダール・アル＝イスラム、つまりイスラム教徒の居
住地である村ならば、その遺体をイスラム教徒の遺体
と同じように管理しなければならない。すなわち沐浴
させ、衣で包み、礼拝を行い、そして埋葬する。これに
関連して、「ダール・アル＝クフル Dār al-kufr」という
言葉がある。その意味は異教徒の村、つまり異教徒た
ちが住民となっている村である。
２）住人がイスラム教徒であろうとなかろうと、イス
ラム政府の支配下に入っている地域。ここでいうダー
ル・アル＝イスラムとはイスラム国家を意味する。上
述の意味でのダール・アル＝イスラムもまたイスラム
法と多くの関係を持っている。その一つは、イスラム
教徒であろうとなかろうと、その地域に含まれた人々
が住人としての義務を果たしている限り、その地域の
統治者は各住人の生命と財産を保護することである。
ダール・アル＝イスラムの地域の中で反乱が起こった
場合、反徒集団が支配下に置いた区域は「ダール・アル
＝ブガーフ」と呼ばれ、反乱場所を意味する。そして依
然として統治者の支配下にある区域は「ダール・アル
＝アドルdār al-‘adl」と呼ばれ、公正な場所を意味する。
これに関連して、住民と支配者が異教徒である国家は

「ダール・アル＝クフル」と呼ばれ、それは「異教徒の国
家」を意味する。ダール・アル＝イスラムと敵対してい
る、あるいは戦争状態にあるダール・アル＝クフルは

「ダール・アル＝ハルブ dār al-ḥarb」と呼ばれ、戦いを
挑んでもよい国という意味である。
３）ムスリムによって支配されたことのある地域、つ

まり以前イスラム国家という意味でのダール・アル＝
イスラムであった地域で、後に異教徒によって支配さ
れた、あるいは奪われた地域。上記の地域は、たとえ
支配の手が入れ替わったとしても、法的には依然と
してダール・アル＝イスラムと呼ばれる。その土地は
たとえ支配の手が入れ替わったとしても、法的には
変わらずダール・アル＝イスラムと称される。この事
は、ある人物に合法的に所有権があり、それが他人に
奪われ、管轄する手が入れ替わった土地の一画と同じ
ことである。その土地は法的に、最初に合法的に所有
していた人物に依然として所有権がある。同様に以前
ダール・アル＝イスラムであった地域は永久的に法的
にダール・アル＝イスラムである。この問題に関連す
るイスラム法の一つとして、再びその土地をダール・
アル＝イスラムに戻し、直ちにイスラム教徒の支配下
に入れるために戦う義務がイスラム教徒にあることが
挙げられる（Al-Tuḥfah 9：269, al-Bughyah 289, Tafsīr 

al-Manār 10：313, 316）。
　『ブグヤー・アル＝ムスタルシディーン』209ページ
では次のように述べられている。「よってバタビア

（ジャカルタ）の土地、さらにはジャワ（インドネシア）
の土地はダール・アル＝イスラムであることを知って
おくべきだろう。なぜなら、異教徒によって支配される
以前はムスリムによって支配されていたからである」。
国家元首の種類：イマーム・アル＝アザム　「バイヤー
フ」、「イスティフラーフ」、そして「イスティーラー」
の方法で国家元首となった人物は、イマーム・アル＝
アザムになる条件を満たせばイマーム・アル＝アザム
になると言われている。その条件とは、『アル＝トゥー
ファー』 第９部75ページによれば次の通りである。 
１）イスラム教を信仰する者、２）ムカッラフ（成人）、 
３）自由人（奴隷ではない）、４）男性、５）クライシュ族、 
６）ムジュタヒド［イジュティハードを行う資格のある
法学者］、７）勇気があること、８）聡明 dhū ra’yiであ
ること、９）聞いて、見て、語ることができること、10）
公正であること（ファシクではない者）、11）起きて活
動することを阻む障害がない、健やかな身体であるこ
と。上記のクライシュ族であることを定める五番目
の条件については、ウラマーの間で意見の対立がある。
カーディー・アブー・バクル・アル＝バキッラーニーは、
それは条件にはならないと述べている（Muqaddimah 

Ibn Khaldūn p.162を参照せよ）。
イマーム・ダルーラ　ダルーラとはアラビア語で必要
という意味である。例えばカディあるいはハキムの役
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職には、カディやハキムの条件を満たす人物が任命さ
れなければならない。その条件の中に、その人物はム
ジュタヒドである法学者であるべきというものがある。
信者が事柄を解決し判決を下すカディやハキムを必要
とした時に、ムジュタヒドである法学者が見つからな
い場合、ムジュタヒドではない学者を任命することが
許される。そのようなカディあるいはハキムはダルー
ラのカディあるいはハキムと言われる。これは条件を
満たしていないが、ダルーラ（必要）のために任命せざ
るを得ないカディあるいはハキムという意味である

（al-Tuḥfah 10：114）。国家元首（イマーム・アル＝アザ
ム）もまた同様である。イマーム・アル＝アザムの条件
を満たす人物が見つからず、一方信者が国を指導する
国家元首を必要とした場合、条件が不十分な人物を任
命することが許される。そうした国家元首はイマーム・
ダルーラと呼ばれる。それは条件が不足しているがダ
ルーラ（必要）のために任命されたイマームという意
味である。
３）ワリー・ビ・アル＝シャウカーフ Walī bi al-shawkah 
ワリー・ビ・アル＝シャウカーフとは力で権力を手に入
れた支配者という意味である。ワリー・ビ・アル＝シャ
ウカーフとなった者は、イスティーラーで権力を手に
入れたが、イマーム・アル＝アザムとしての条件を満
たしていない人物である。
　イスティーラーによって権力を手に入れたイスラ
ムの国家元首は二つに分けられる。第一に、イマーム・
アル＝アザムになった時点で十分にイマーム・アル＝
アザムの条件を満たしていた者。第二に、単にシャウ
カーフによって権力者となったが、イマーム・アル＝
アザムとしての条件を満たしていない者（ワリー・ビ・
アル＝シャウカーフ）（Bughyah al-Mustarshidīn 281）。
４）ズー・アル＝シャウカーフ Dhū al-shawkah　ズー・
アル＝シャウカーフとは、力を有している者という意
味である。『ブグヤー・アル＝ムスタルシディーン』281
ページには次のように述べられている。「ズー・アル
＝シャウカーフの意味は、たとえスルタンが手にして
いるような恐れを抱かせる武器や軍隊などを持って
いない統治者に対する忠実、忠誠、服従である」。人々
によってその命令が遵守され、従われ、服される者は
ズー・アル＝シャウカーフと呼ばれる。力を有し、その
命令が遵守され、従われる国家元首は、たとえイスラ
ム教を信仰せず、またその国がイスラム国家でなかっ
たとしても、ズー・アル＝シャウカーフと称される。そ
の地域で権力を握り、追従者たちに従われる反徒の指

揮者はズー・アル＝シャウカーフと呼ばれる。前号で
解説したインドネシア共和国宗教省の公式説明によれ
ば、現インドネシア共和国元首もまたズー・アル＝シャ
ウカーフである。
ワリー・アル＝アムル・ダルーリー・ビ・アル＝シャウカー
フ Walī al-Amr Ḍarūrī bi al-Shawkah　1954年３月に
現インドネシア共和国元首にワリー・アル＝アムル・ダ
ルーリー・ビ・アル＝シャウカーフの地位を与える試
みがなされた。これはインドネシア共和国の宗教大臣
でナフダトゥル・ウラマー出身のキヤイ・ハジ・マシュ
コールによって指名され選ばれた数人のウラマーらに
よる会議決定の結果である。上述の会議は宗教大臣自
身が指導し、チアンジュールのチパナスで1954年３月
２日から７日まで続けられた。その会議の中でとりわ
け以下の決定が下された。１）国家元首としての大統領
と、憲法第44条で示されたような国家の機構、すなわ
ち内閣や議会などはワリー・アル＝アムル・ダルーリー・
ビ・アル＝シャウカーフであること。２）国民はイスラ
ム法に反しない事項に関してワリー・アル＝アムル・ダ
ルーリー・ビ・アル＝シャウカーフに従うこと。３）大統
領から宗教大臣へ、そして大統領が任命した人物へと
渡されたワリ・ハキムの任命書は合法であり、そこに
は地域の慣習に則って「解き、そして結ぶ者たち」と言
われる有力者たちが指名したワリ・ハキムの任命書も
含まれること。
　1954年３月８日付けの「宗教司法局」の局長による
原稿の写しによると、宗教大臣であるハジ・マシュコー
ルはその決定に賛同した。その決定はインドネシアの
イスラム教徒の間で公に議論となった。そして新聞を
通じて人々によって数多くの異議が唱えられた。イン
ドネシア・イスラム同盟党の副党首アルジ・カルタウィ
ナタは、臨時国会の場で激しく異議を申し立てた。一
方、議員の一人が政府に対して質問状を出した。上述
の問題に関連して、その時期インドネシアで重大な事
件があったことを知っておく必要がある。それは、ア
チェの住民がインドネシア共和国の支配者に対し激し
い闘争を行い、アチェが1949年８月17日にカルトス
ウィロヨによって宣言された「インドネシア・イスラ
ム国」の一部になることが宣言したことだ。インドネ
シアは行政においてイスラム刑法を適用し実施するイ
スラム国家ではなかったが、上述のアチェ住民の闘争
をイスラム法の観点から法的判断を下し、彼らを「ア
ル＝ブガーフ」（乱暴狼藉を働く反徒─編集部註）の
集団に含めるために、非イスラム国家において公的地
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位にある宗教大臣がその決定を利用しようとしたの
ではないか、と人びとは強く疑った。1954年３月20
日、インドネシア共和国宗教省は、その決定における
ワリー・アル＝アムルという用語はアラビアのルガ（言
語）に従ったものだという説明を出した。さらに、その
決定はワリ・ハキムの任命書問題に対処する上で特別
に使用されることを明らにした。その中でも次のよう
な釈明がなされている。「……そしてイスラム諸国に
おいてはワリー・アル＝アムルという用語は通常国家
元首を称すものではないが、アラビア語のルガ（言語）
解釈に従えば、権力を持つ指導者（政府）をワリー・ア
ル＝アムルと称することができる」。続いて以下のよ
うな説明がなされている。「この説明から、チパナスに
おけるウラマー会議の場で使われたワリー・アル＝ア
ムル・ダルーリー・ビ・アル＝シャウカーフという用語は、
ワリ・ハキムの問題に対処するため特別に使われたこ
とは明らかである」。以上が宗教省の説明である。
　もし上述の宗教省の説明が、その決定におけるワ
リー・アル＝アムルの意味するところは単にアラブの
ルガ（言語）に従ったものに過ぎず、イスラム教に従っ
たワリー・アル＝アムルではなく、また「ワリー・アル
＝アムル・ダルーリー・ビ・アル＝シャウカーフ」とい
う用語はワリ・ハキムの問題に対処するために特別に
使われたと認めるものであったならば、以下のように
記された第二の決定との関連性はどうなるのだろうか。

「国民はワリー・アル＝アムル・ダルーリーに服従する
義務がある」。
　この第二の決定は、この決定における「ワリー・アル
＝アムル」の意味するところはイスラム教に従ったワ
リー・アル＝アムルである、ということを示している。
なぜならアラブのルガ（言語）に従うならば、ワリー・
アル＝アムルに従う法的義務はないからだ。前号の
中で提示した説明から、現インドネシア共和国大統領
は、その就任の観点からしても、その責務の観点から
しても、イスラム的に「ワリー・アル＝アムル」と称す
ることができないことが明らかとなっている。預言者
ムハンマドの代理人としての責務のためにバイヤーフ
またはイスティフラーフという方法で、あるいはイス
ティーラーという方法で就任したわけではない。暫定
憲法第47条によると、現インドネシア共和国元首はそ
の任命の際、暫定基本法（憲法─編集部註）に対し
忠誠を誓う。そしてインドネシア共和国で実施されて
いる規則はイスラムの法や規則ではない。
　インドネシアにおいてワリ・ハキムの任命が合法

とされるのは、インドネシアの支配者がシャウカー
フ（ズー・シャウカーフ）を持つからであり、イスラム
に則ったワリー・アル＝アムルになったからではな
い。ワリ・ハキムの任命を行う者はイマームやイスラ
ムに則ったワリー・アル＝アムルだけに限られるわけ
ではなく、以下の三つの集団のいずれかが行うことが
できる。１）イマーム・アル＝アザムあるいはその代理
人、２）ズー・アル＝シャウカーフ、３）「解き、そして結
ぶ人々」と呼ばれる有力者。もしその地域にイマーム
あるいはその代理人がいない場合は、ズー・アル＝シャ
ウカーフが任命することができる。そしてもしズー・
アル＝シャウカーフがいない場合には、「解き、そして
結ぶ人々」が任命することができる（Al-Bughyah 308, 

Iʿānah al-Ṭālibīn 4：210）。
国家元首の辞任　イマームあるいは国家元首は以下四
つの理由のいずれかに当てはまる場合に辞任する。１）
辞職する、すなわち自らをマズールする（解任する─
編集部註）場合（al-Bughyah 281）。２）解任する理由が
ある場合。その理由とは、背教する、長期にわたり正気
を失う、両目が見えない、例えば両手や両足が切断さ
れるなど、肢体が欠如しているため働いたり起きたり
することができない、といったことである。またこの
他にもウラマーらの間で議論となっているいくつかの
理由がある（Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī 
15-18, Itmām al-Wafā’ 13, Ḥāshiyah al-Sharwānī 9:75）。
３）異教徒に捕われ、もはや解放される望みがない場
合。もしその拿捕した者が反徒だった場合、おそらく
その反徒集団は自分たちの国家元首を任命し、捕らえ
られた国家元首が解放される望みはないだろう。も
し反徒集団がまだ自分たちの国家元首を任命してい
なければ、たとえ解放される望みがないとしても、彼
が解任されることはない（l-Aḥkām al-Sulṭāniyyah 
3, li al-Māwardī 15-18, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li 

al-Ḥanbalī 16, Asnā al-Maṭālib 4：111, al-Tuḥfah 9：
79など）。４）シャウカーフを失う場合。もし国家元首
がイスティーラーによって力を得ており、同時にイ
マーム・アル＝アザムの条件を満たしていない場合は、
シャウカーフまたは権力を失った時、マズール（解任）
される（al-Bughyah 281）。
インドネシアにおける戦闘の解決　イスラム国家元首
になる人物の任命方法はどうなっているのか、またそ
の合法性はどうなのかを知り、イスラム法に則した責
務を知ることを経て、以下の結論が出せるだろう。す
なわち現インドネシアの国家元首は、条件を満たして
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いようとダルーラであろうと、今なおイマーム・アル
＝アザムのグループに含まれない。同様に、ワリー・ビ・
アル＝シャウカーフのグループにも入らない。上記の
地位の呼称は、イスラム法を実施するため、預言者ム
ハンマドの代理人としての地位に任命された国家元首
に対し特別に与えられるものである。
　この問題に関して、私はインドネシア共和国の宗教
大臣が行った公式説明に賛同する。つまり、前号の中
で解説した通り、現インドネシア共和国の国家元首の
ことをイスラム法の解釈に則ってカリフ、イマーム・ア
ル＝アザムまたはスルタンと呼ぶことは未だできない。
そしてインドネシア共和国は未だイスラム国家となっ
ていない。現インドネシア共和国元首はズー・アル＝
シャウカーフに過ぎない。したがってインドネシア共
和国とその新たな行政機構との連携は、「願望に応じ
た状態にもとづいて」人間が設けた世俗の組織であり、
未だにそれは宗教法と結びついた組織の範疇に含まれ
ない。それゆえ、イスラム教徒は、イマーム・アル＝ア
ザムに対してのように服従する法的義務はない。そし
て彼に服従しない集団をアル＝ブガーフ（乱暴狼藉を
働く反徒─編集部註）と称することは未だできない。
上述の全ては、イスラム国家と言われる宗教組織とし
て結びついた国家の国家元首に対して適用されるイス
ラム法である。よってインドネシアにおいて、インド
ネシア共和国の政府軍につこうとつくまいと、もしイ
スラム教徒同士の戦闘が起こった場合、そこで我々が
イスラム式に解決しようとする際には、反乱として対
処されるイマーム・アル＝アザムに対する抵抗という
観点からではなく、その戦闘が単なる内乱あるいは集
団対集団の戦いであるという観点から検討しなければ
ならない。一方、ムスリムたちの中から解決を行う「仲
裁者」として立ち上がる人が出てくることが望ましい。
それは本稿の初めにそのタフシールを解説したコーラ
ン「私室」の章第９-10節の中のアッラーの啓示の通り
である。さらに、『タフシール・アル＝マナール』第６部
367ページの中で、次のような見解が述べられている。

「もしこの世に公正で、イスラム法制度を確立する支
配者と、横暴で、イスラム法を遵守しない支配者がい
たら、イスラムを信仰する人々は皆、前者を一生懸命
支援する義務がある。もしムスリムの一団が別の者に
横暴を働き、また彼らが刀を使った時、両者が和解で
きなかった場合、横暴で敵対行為を行う側が再びアッ
ラーの命令に従うまで、ムスリムたちは彼らに戦いを
挑む義務がある」。

インドネシアのイスラム教徒のイマーム任命義務　
インドネシア共和国は現在に至るまで、イスラム式に
任命され、イスラム法を実施する責務を果たす国家元
首を未だ推戴していない。それゆえ、インドネシアの
イスラム教徒は、イスラム教とこの世の政治を守護及
び保護し、イスラムの教えと法が然るべく実行される
ように、預言者ムハンマドの代理人としての責務を果
たす人物がインドネシアの政府首脳陣を掌握するま
で、国家元首の擁立を実現するために戦う義務がある。
我々は強大で崇高なアッラーに、この戦いの実行にお
いてその御導き、援助、そして特別は御配慮を請う（こ
れがアル＝ファディール・アル＝ウスターズ・ムハンマ
ド・アルシャド・タリブ・ルビスの論文の結語である―
アブー・アル＝モフタール）。


